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１．議事日程 

  〔平成２２年第３回安芸高田市議会９月定例会第５日目〕 

 

                             平成２２年 ９月１４日 

                             午 前 １ ０ 時  開 会 

                             於  安芸高田市議場 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  一般質問 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（２０名） 

    １番    前 重 昌 敬     ２番    石 飛 慶 久 

    ３番    児 玉 史 則     ４番    大 下 正 幸 

    ５番    和 田 一 雄     ６番    水 戸 眞 悟 

    ７番    先 川 和 幸     ８番    山 根 温 子 

    ９番    宍 戸 邦 夫    １０番    山 本   優 

   １１番    前 川 正 昭    １２番    秋 田 雅 朝 

   １３番    赤 川 三 郎    １４番    青 原 敏 治 

   １５番    金 行 哲 昭    １６番    入 本 和 男 

   １７番    今 村 義 照    １８番    亀 岡   等 

   １９番    塚 本   近    ２０番    藤 井 昌 之 

 

 

３．欠席議員は次のとおりである（なし） 

 

 

４．会議録署名議員 

   １１番    前 川 正 昭    １２番    秋 田 雅 朝 

 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

  市 長  浜 田 一 義  副 市 長  藤 川 幸 典 

  教 育 長  佐 藤   勝  総 務 企 画 部 長  清 水   盤 

  市 民 部 長  廣 政 克 行  福祉保健部長兼福祉事務所長  重 本 邦 明 

  産 業 振 興 部 長  大 野 逸 夫  建設部長兼公営企業部長  河 野 正 治 

  教 育 次 長  田 丸 孝 二  消 防 長  光 下 正 則 

  会 計 管 理 者  立 田 昭 男  八 千 代 支 所 長  藤 本 宏 良 

  美 土 里 支 所 長  岡 田 敦 男  高 宮 支 所 長  宮 木 雅 之 

  甲 田 支 所 長  箕 越 秀 美  向 原 支 所 長  三 上 信 行 

  総 務 課 長  沖 野 文 雄  行 政 経 営 課 長  武 岡 隆 文 
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  政 策 企 画 課 長  竹 本 峰 昭 

 

 

６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（４名） 

  事 務 局 長  佐々木   清  事 務 局 次 長  外 輪 勇 三 

  主 査  森 岡 雅 昭  主 任  藤 堂 洋 介 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １０時００分 開議 

○藤 井 議 長  皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席議員は20名であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第１ 会議録署名議員の指名 

○藤 井 議 長  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、議長において11番 

前川正昭君及び12番 秋田雅朝君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第２ 一般質問 

○藤 井 議 長  日程第2、一般質問を行います。 

 一般質問の順序は通告順といたします。質問方法は一問一答方式とし、

1議員当たり持ち時間は答弁を除いて30分以内でございます。 

 なお一つの質問を終え次の質問に移る場合は、次の質問に移ります等

の発言をし、明確にわかるようにお願いをいたします。 

 それでは質問の通告がありますので、順次、発言を許します。 

 14番 青原敏治君。 

○青 原 議 員  14番、あきの会の青原でございます。きょうは最初ということで、よ

ろしくお願いをいたします。 

 私は、今度、新しくできる給食センターについてを尐しお伺いをした

いと思います。 

 来年4月から供用を開始する総合給食センターについてですが、この

施設は幼児から中学生まで給食をするということで大変いいことだと思

っております。そこで、現在ある施設について伺いをいたします。 

 今、経済状態が悪い中の建設でございます。各給食調理場にある備品

等をどのようにされるのか、まずお伺いをいたします。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  おはようございます。 

 ただいまの青原議員の質問にお答えをしたいと思います。 

 給食センターについて、新給食センター稼働後における現在使用中の

施設の取り扱いについて御質問でございます。 

 御承知いただきますように、現在の給食施設は、5カ所の共同調理場

と3カ所の自校調理場がございます。新給食センターの稼働に伴い、現

行施設はすべて廃止といたしますが、とりわけ自校給食及び学校敷地内

に併設をしている共同調理場施設につきましては、学校施設の一部でご

ざいますことから、湿気等の影響に注意を払いながら有効活用を図って

まいりたいと考えております。 
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 また、学校敷地外に単独で設置をしております共同調理場につきまし

ては、比較的新しい施設もございますので、それぞれ所在をいたしてお

ります地域の皆様方から、御意見や御要望をいただきながら、有効活用

を図ってまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  ありがとうございます。今、有効活用あるいは廃止という形になると

いうふうなことは思っておりましたけれど、やはり今あるのも新しい施

設もかなりありますね。八千代にしても美土里にしても新しい、まだで

きて12年、14年と。高宮も18年ぐらいとなっております。そこにあるも

ろもろの物が、備品等かなりあると思うんですね。使えるものが。それ

を新しい給食センターで使えるかどうか、再度お伺いをしたいと思いま

す。尐しでも安価に、この総合給食センターができるならば、それにこ

したことはないんじゃないかと。ある物は有効に活用してやるという方

向で私は思っておりますけど、市長のお考えをお伺いします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  先ほど申し上げましたように、あるもの、備品を含めて有効活用でき

るものはこれからも有効活用してまいりたいと思っております。また、

食器等の扱いの御質問であったと思いますので、このことについてもお

答えをしたいと思います。 

 現在使用中の食器等の取り扱いにつきまして、今回安芸高田市給食セ

ンターの建設に伴いまして、給食内容が統一されることに合わせて、食

器類の選定も行い、安全性・作業効率・購入費用を総合的に検討いたし、

食器の材質及び種類の選定を行い、保育所・幼稚園用と小学校用にそれ

ぞれ統一したいと考えております。御質問にありました現在利用中の食

器につきましては、今回の食器の統一に伴い、給食食器としての役割を

終えることになります。食器の処分方法につきましては、現時点では災

害時の緊急用食器としての再利用、また食器という目的を変更してでの

再利用・再資源化による処分などにより検討を重ねているところであり

ます。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  食器のことも答えてもらったんですが、食器に限らずいろんな機器が

あると思うんですね。例えば、炊飯器であるとか食器洗い機であるとか、

いろんな物があると思うんですよ。これが新しい施設にも当然つくと思

うんですが、やっぱりある物を利用するということは私はいいんじゃな

いかという思いをするんですよね。そうするとやはり、コストも安くな

ってくる。なぜこういう言い方をするかといいますと、やっぱりお金が

ない、お金がない、いろんな事業ができてきてないという状況の中で、
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尐しでも無駄を省いて、いろんな事業に活用すればいいんじゃなかろう

かという思いでこういう質問をさせてもらってるんですが、今、市長が

言われたように再利用する物はするという思いであると思うですが、そ

こらを、その新しい給食センターができる時点で設計の段階でそういう

取り組みがなされたかどうか、もう一度そこらからお聞きをしたいと思

います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  給食センターの建設にあたっては、当然、再利用できる施設につきま

しては、また器具につきましては利用することを検討してまいりました。

そして例えば効率性の問題、清浄の問題、このたび市内全校統一性の問

題、効率性の問題もございます。総合的に加味いたしまして、現在の仕

様となっておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  そういうことであれば、私のほうは納得するわけですが、しかし建設

をして、これはラインに合わないから使われませんよとか、いうような

状態になるんじゃなかろうかというような思いがしますね。それがない

うようなことで鋭意努力をしていただきたいと思います。これを食器洗

い機1台を買うにしてもかなりの金額になるわけですね。何百万という

銭が出てくるわけですよ。それを買うと買わんでは全然違ってくると思

うんですね。きのうも予防ワクチン等々の問題も出てきましたけど、そ

ういう余ったお金をそういう形で補助していくとかいうふうな方法もで

きるんじゃなかろうかと。そうするとやはり、若者定住とかいろいろな

子育て支援とかにつながってくるんじゃなかろうかという思いがいたし

ます。 

 そこら辺で再度、市長のお考えを大体出てるんじゃなかろうかと思う

んですが、やはりここではこういうふうにするんだということをはっき

り私は聞いて帰りたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  先ほどお約束したように、そういう検討を重ねていますけど、再度で

すね、そういう有効活用できるものがあれば、しっかり有効活用してま

いりたいということをお約束したいと思います。どうかよろしくお願い

します。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 これをもって青原敏治君の質問を終わります。 

○藤 井 議 長  続いて、通告がありますので発言を許します。 

 12番 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員  おはようございます。 
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 12番、政友会の秋田でございます。 

 通告書に基づき、大枠2点について先進地視察結果も踏まえまして、

数点お伺いしたいと思います。 

 まず、農産物の特産品化生産振興についての中で、「黒ごま」の特産

品化を目指した将来展開についてお伺いいたします。 

 「黒ごま」栽培については、昨年度で亀岡議員の提案により市長さん

もこれにお応えになり、本年度試験栽培に取り組まれておられます。検

証後において対応されることは認識いたしておりますけれども、本市に

おける減反対策、荒廃農地減尐、高齢者の副収入対策などの観点から、

来年度以降の栽培面積増を目指した取り組みについてお伺いいたします。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの秋田議員の御質問にお答えをしたいと思います。 

 農産物の特産品化生産振興についての「黒ごま」の特産品化を目指し

た将来の展開という御質問でございます。 

 「黒ごま」につきましては、近年の健康ブームにより需要が伸びてい

ることから、本年度、市内の2カ所で栽培試験を実施して検証を行うこ

ととしているところでございます。 

 7月初旪に種まきを行い、現在天候にも恵まれ順調に育っており、1カ

所は10月初旪に収穫できる見込みとなっておりますが、1カ所の圃場で

は鳥獣等が黒ごまの若葉を食べたため、ほとんど残っていない状況とな

っております。 

 いずれにいたしましても、栽培試験場においては、土づくりから作業

行程のすべてについて記録を蓄積をした上で、作業効率や収益性等も含

め、特産品としての成否について、ＪＡ広島北部と検証を行うように考

えております。 

 なお、「黒ごま」は連作障害を起こすことと、種まきから刈り取り、

選別、乾燥とほとんどが手作業になることから、個人の栽培面積は５ア

ール程度が限界であるとも言われており、面積拡大に際しては、地道な

取り組みに伴う実績を考慮する必要があるものと考えております。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員  答弁をいただきました中で、面積拡大につきましては地道な努力、反

別が5アール程度しかできないということも答弁いただいたかと思いま

す。それで、私が栽培面積増を目指した取り組みとして提案いたしたい

と思いますのは、一つには営農組合などの団地化栽培、あるいは高齢者

の副収入を目指した老人会などでの取り組み、またＰＴＡ活動による花

壇の利用等、あるいは地域振興会活動の取り組みなどで栽培地域の広域

化による将来展開を提案いたしたいと思っておりますので、ごま栽培に

つきましては常任委員会で先進地視察として、兵庫県西脇市で検証して

まいりました。課題として、手作業仕事が多く一人で栽培するには面積
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に限界があるということも確認してまいりましたが、大規模な野菜生産

とは逆に、先ほど申し上げた取り組みなど、小規模な取り組みの積み重

ねによる栽培面積増を目指すのも、地域農業の有効な地域振興策と考え

ます。また、老人会、ＰＴＡ、地域振興会などの個別の収入になること

も今後における有効な取り組みと私は考えますが、再度市長さんの見解

をお伺いいたします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  先般、同僚の議員さんのほうから「ごま」の栽培の提案されまして、

市として研究することを今、行っております。そして今、栽培試験を行

っておりますので、この成果を見据えた上で、ＰＴＡ、老人会、地域の

方々の次の展開については十分話し合いをしていきたいと考えますので、

よろしく御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員  検証の結果で今度の取り組みは考えていかれると答弁をいただいたか

と思います。いずれにいたしましても、来年度取り組むということにな

るともう、すぐ春でございますので、5月、6月の植えつけから10月の収

穫までの期間がございますので、そうした中ではやはりしっかりした検

証をもとに取り組みを進めていただきたいと願います。 

 そして、次の質問に移るわけでございますが、栽培面積の増加という

ことにつきましては、私は助成などの予算措置が考えられると思うんで

すね。2番目の質問に入りたいと思いますが、栽培面積10アール以上を

目指した栽培拡大の予算措置についてということでお伺いいたしたいと

思います。 

 先ほど、栽培農家数の増加には農家収入の増収対策が不可欠と私は考

えます。だから視察先では、買い取り価格キロ当たり1,800円の安定価

格を提示されており、本市を「黒ごま」産地として栽培面積10ヘクター

ル以上を望んでおられるという状況の中で、産地化を目指すためには、

本市独自の助成制度も必要ではないかと考えます。 

 来年度予算編成も始まるという状況の中で、予算措置の取り組みをさ

れてはどうかと思うのですが、見解をお伺いいたします。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「黒ごま」の栽培面積10ヘクタール以上を目指した予算措

置を、という御質問でございます。 

 「黒ごま」につきましては10アール当たり80ないし100キログラムの

収量があり、1キロ当たり1,800円で実需者が買い取ることになっており

ますが、産地化を目指すためには、何と言ってもまず「経営収支」が成

り立つかどうかが最も重要なポイントであると認識をしております。栽

培試験のデータを分析いたし、経営収支を検証してみないと実際の所得
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率が算出できませんので、具体的な施策、支援策につきましては、これ

からこれらの検証後に検討すべきと考えております。 

 安芸高田市の新たな特産品としての面積拡大を行い、産地化を目指す

ためには、独自の支援策を講じる必要があることは認識をしております。

生産者の栽培意欲が増大するように今後検討してまいりたいと存じます

ので、御理解を賜りたいと思います。 

 いずれにいたしましても、今は検証結果を待って経営収支をしっかり

やって、農家の方と推進をしていきたいと思いますので御理解を賜りた

いと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員  経営収支の検証がまず大事なんだと、必要であるということを答弁を

いただいたと思います。それで、私もそう思うんですけれども、視察先

の西脇市では水田利用活用自給率向上事業への西脇市水田郷として上乗

せ助成等を行っておられ、栽培農家のほうも数も増加という効果が出て

いるように伺ってまいりました。 

 本市も国の補助制度等を活用したり、また先ほど市長さんに答弁いた

だいた本市独自の助成も考えていただきながら、農家収入の増収対策に

より徐々に栽培農家数をふやしていけばいいんじゃないかと私も考えま

す。逆にまた、助成措置を講じないとなかなか栽培農家数もふえないん

ではないかという現実があろうかと思います。 

 再度そこらあたりで助成措置を講じる考えについて、再度、市長さん

のほうにお伺いしたいと思います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  卵が先か、鶏が先かという議論でございますけど、各市町の視察の結

果とか試験栽培の結果とか総合的に判断して、安芸高田市としてこれは

やる以上はこれを成功するように、慎重に前向きな形でこれからも検討

していきたいと。そうは言いましても検討、検討と言っても、早い時期

にやらないと議員御指摘のように、来年度予算編成を控えてますので、

検討の結果、早急にやらなければいけない項目があれば尐しでも早く着

手をしていきたいと。こういうお互いに責任を持って、この問題に取り

組んでいきたいと思いますので御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員  それでは通告いたしております3番目の次の質問のほうに移らせてい

ただきます。 

 「とうがらし」の栽培について、今後の取り組みについてお伺いいた

します。今年度、施政方針で述べられている有害鳥獣が嫌う「とうがら

し」の作付推進について、現在の状況、今後の取り組み等についてお伺

いいたします。 
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○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  「とうがらし」の栽培についての考え方の御質問でございます。 

 農作物への有害鳥獣被害が拡大している状況から、有害鳥獣の被害が

ない作物の作付は、有効な対策であると考えております。 

 これまで長年の農作物栽培の経験や、有害鳥獣の食性研究等から有害

鳥獣が嫌う農作物としては、ごま、しそ、はぶそう茶、とうがらし等が

知られております。 

 とうがらしにつきましては、食害に強いということでは有効な作物で

ありますが、市場や産直市等での需要が尐ないということで、生産拡大

に至っていないのが現状でございます。 

 今後、遊休農地の解消対策としての取り組みや、産直市への尐量多品

目の出荷を増加させて農家の所得向上を図るためにも、さまざまな農作

物の生産に取り組む必要がございますので、ＪＡや産直市、関係機関と

連携をとりまして、「売れるものは何か」、「需要の高いものは何か」

に視点を置き、栽培技術や加工・販路等も含め、調査・研究をしてまい

りたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員  「とうがらし」については、遊休農地対策であるとか、また産品等と

しての売り出し等の話も答弁でいただいたかと思います。 

 それで、私が思ってることを言わせていただきますと、「とうがら

し」の作付につきましては、しっかり有害鳥獣対策の効果の研究であり、

また先進地事例等の検証を十分していただいて取り組むことが今後の栽

培に必要と考えますが、今現在は「えびす茶」の振興であるとか、きょ

う提案しました「ごま」であるとか、特産品化と考えると本市における

これ以上の特産品化というのはなかなか生産面においても無理があると

いうふうに考えます。 

 したがって、新たな取り組みは難しいのではないかと私は考えるので

すが、ただ市長さんは施政方針で述べられている関係も含めまして、今

後の取り組みを考えておられるわけですが、再度、今の私の意見につい

ての答弁をいただきたいと思います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  「とうがらし」等、非常にこのイノシシ、有害鳥獣対策について鳥獣

が嫌う作物ということで、ごま、とうがらし、いわゆる今まで発想的に、

概念的に思ってたんですけれど、先般、亀岡議員さんの「ごま」の提案

を受けまして、職員にさくばっかりつくるんじゃなしに食物の嫌うもの

も研究しようじゃないかという、こういうテーマで研究をしております。

いざ研究に入ると、いろんな課題もございます。農家所得をふやすとい

う、所得を向上させるという意味でやっぱり我々も販路拡大、つくった
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ものは絶対に売れるという実証のもとに農家の方に奨励をしていきたい

と思いますので。ごま、とうがらし、そういう物を合わせて、「えびす

茶」もございますけど、しっかりこれからも支援していきたいと思いま

すので、御理解をしてもらいたいと思います。 

 そのためには、今の市場を尐し拡大をして奨励していきたいとかよう

に思っております。御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員  以上の農産物の生産振興について3点伺ったわけですが、次の質問に

入りたいと思います。 

 今、3点について生産振興等の提案なり答弁等をいただきましたけど

も、4点目の特産品開発については行政とＪＡ広島北部のさらなる連携

が必要だと思いますけども、それについてお伺いいたしたいと思います。 

 「えびす茶」を初め、農畜産物生産においては、常日ごろから行政と

ＪＡ広島北部との連携による取り組みは十分行われていると認識はして

おります。 

 先ほどの「黒ごま」「とうがらし」の栽培支援にもＪＡ広島北部のさ

らなる連携がないとなかなか難しいという必要不可欠と考えるわけでご

ざいますが、そこらあたりのさらなる連携についての市長さんのお考え、

また新たな特産品開発等についてお伺いいたしたいと思います。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの特産品開発、農産物生産振興において行政とＪＡ広島北部

とのさらなる連携を、という御質問でございます。 

 生産者の代表であるＪＡ広島北部と安芸高田市行政は、常に情報を共

有いたしまして、市の農業振興の方向性を確認いたし、安芸高田市農業

振興連携協議会を組織して、さまざまな農業関係施策を展開していると

ころでございます。 

 共通した課題認識の中で、的確で迅速な対応を行うことが、管内の農

業振興には欠かせないものであり、これまで「あきろまん」のブランド

化や「えびす茶」のペットボトル化等、連携して取り組んだ事業が市内

の生産者の所得向上につながっているものと考えております。 

 今回、第3回に提案いたしました安芸高田市農業後継者育成支援基金

条例につきましても、市とＪＡ双方の共通課題である「農業従事者の高

齢化に伴う農業後継者不足」に対応すべく、双方が連携して、将来の農

業を支える担い手や、地域営農のリーダーの役割を担う人材の育成を支

援するための施策として推進していくものであります。ＪＡと緊密な連

携によりまとめたものでございます。 

 私個人的な考えでございますけど、広島県内、ＪＡとの連携が一番う

まくいってるんじゃないかと自負しているところでございます。 

 今後とも行政とＪＡの役割分担を明確にいたしまして、それぞれの施
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策が最大の効果を発揮できるように、より一層の連携強化を図ってまい

りたい思っておりますので御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員  ただいま答弁の中で、ＪＡと行政とは広島県の中でも一番のトップク

ラスの連携だと市長さん答弁なされたかと思います。私もそう思います。

ただ、市長さんと例えば組合長さんの連携、常日ごろの取り組みは私た

ちも認識しているんですが、いろんな農業振興、生産振興等を考えたと

きには、もう尐し言い方がどうかわかりませんが、係がトップクラスじ

ゃなくて中堅クラスの係の中で連携が必要なんじゃないかと思います。

そうした中で特産品開発については、共通した見解で取り組みを行う行

政とＪＡ等が連携した所管部署的と申しますか、そういった設置が必要

ではないかと考えます。既に今、ＪＡ広島北部から、または、行政から

ＪＡのほうへと派遣がなされているのは認識しております。ただ、いろ

んな取り組みをする中においては、昨日の同僚議員の質問にもありまし

た地産地消推進計画において、庁内プロジェクト、会議等のことの話が

ありましたけども、ここらあたりの活用であるとか、または新たなそう

いった部署的な設置等も取り組みをなされて、そのことを推進されるこ

とによって持続可能な農業振興というふうにつながっていくんじゃない

かと私は考えます。 

 この質問させていただいたのは、連携ができてないというんじゃなく

て、できているんですが、本市の農業振興発展につながらなくてはなら

ないという観点からこの質問をさせていただきましたので御理解を賜り

ながら、再度そこらあたりのことについて答弁を求めたいと思います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  御指摘のように、この今の最終的に安芸高田市農家の所得向上を図る

ためには、トップだけではなく組織全体がしっかり連携をとらなければ

いけないということでございます。そのことによって、連携会議とかそ

の組織づくりもございますけど、総合的に今までのやっていることをも

う一回反省しながら、そういうことがなるような仕組みづくりにはこれ

からも努力していきたいと思います。組織ができなかったら検討会議の

中身を変えるとか、頻度を上げるとか、こういう対策を講じてまいりた

いと思いますのでよろしく御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員  それでは次に、大枠2点目の有害鳥獣の有効な駆除対策について、お

伺いいたしたいと思います。 

 まず1点目の捕獲獣を地域資源として、活用するための処理加工施設

設置を要望いたしたいと思います。 

 本市においては、捕獲獣の処理加工施設は今現在はないと認識いたし
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ております。施設設置を行い施設の有効活用により、猟友会会員の副収

入増を期待し、合わせて農産物生産農家の鳥獣被害の減尐につながるこ

とを望み、また食肉として流通販売の向上を目指し、地域資源の一助を

担うことにつながる施策として施設設置を望むものですが、市長さんの

見解をお伺いいたします。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  有害鳥獣の有効な駆除対策について、捕獲獣を地域資源として有効活

用するための処理加工施設の設置をという御質問でございます。 

 捕獲獣の処理加工施設の設置でございますが、処理加工施設を設置す

るにはさまざまな課題があると思っております。 

 例えば、捕獲獣肉のニーズが現在どの程度あるのか、今後においてど

の程度見込まれるのか、またニーズに応じた供給体制ができるのかどう

か、また管理運営はだれがどのようにするのか、また採算性が合うのか、

ランニングコストはどれぐらい必要になるか等がございます。 

 御承知のとおり、有害鳥獣の捕獲については、旧町単位での駆除班に

お願いしております。先ほどさまざまな課題を猟友会、駆除班と慎重に

協議をいたし、御理解が得られるならば設置に向けた検討を始めていき

たいと思っておりますので御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員  食肉のニーズ等、あるいは運営等も含めた今後の課題等の答弁をいた

だきました。猟友会の最終的には要望等も含めまして検討してまいりた

いという答弁だというふうに理解させていただきます。 

 今、市長さんにおっしゃっていただきましたように、視察先ではこの

和歌山県のほうに来させていただいたわけですが、この施設設置につい

ては猟友会あるいは議会からの要望により施設設置が行われておりまし

た。設置後の有効活用を効果的に運営を図るためには、やはり何と言っ

ても猟友会会員さんとの連携が大変重要だと私も認識しておりますし、

その上で市として取り組んでいただきたいのが、設置を検討されるとい

うことになれば、どうしても会員さんの意識調査、周知徹底も含めて、

必要かと思います。 

 本市でも既に美土里町、甲田町で捕獲獣の販売実績があることも伺っ

ておりますけれども、そうしたことを考慮した取り組みも必要だと考え

ます。さらには、施設設置には国の補助事業を活用した取り組みが必要

でありますし、そうすることが最大のこの設置に対する要望でもござい

ますけども、ここらあたりで猟友会さんとの話し合いも含めて意識調査

等のことについては、またどのようにお考えなのか、御答弁をいただき

たいと思います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 



133 

○浜 田 市 長  先ほど猟友会等の関係機関との調整等行いましたけど、まずこれを一

番先にやって、先ほど申されました意識の調査、ニーズの調査等をやっ

ていきたいと思います。同じやるんなら、売れる製品にしなくちゃいけ

ないんで。 

 例えば捕獲の時期もあるんじゃないかと思ってます。例えば、サバは

何月がいいかとか、タケノコはいつごろ切らなきゃいかんとかあるんで、

そういうようなことがあって、冷凍庫も要るんじゃないかという大きな

課題もございますので、そういうこと、細かいことをやっぱり調査しな

がら、また関係者の要望も聞きながら、将来としてちゃんとした産業的

に成り立つような施策を模索していきたいと、かように思いますので御

理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員  ぜひとも猟友会等の意識調査をお願いしたいと思います。 

 2点目の質問に入らせていただきたいと思います。 

 先ほどもありましたけど、この施設をつくるのに、私は市内の既存施

設の有効活用策、これもここに当てはまるんじゃないかという観点から

施設設置を要望するわけでございますが、設置を検討されるとき、施設

整備費については、機械・備品のみの予算化を図るために、市内の既存

施設を有効活用していただいたらどうかと思うわけです。 

 施設工事費軽減を図り、財政負担減を考慮した施設設置をぜひとも検

討していただきたいと思いますが、見解のほうをお伺いいたします。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  計画、最終的に検討すべき時期が来ましては、当然、既存の施設の有

効活用ということを念頭に置いて検討したいと思います。 

 ニュージーランドのところの施設とか、他の施設にもこういうものが

まだ眠っているというのを聞いています。瀬戸田町のシトラスパークと

か。安芸高田市にとってこれが非常に今後の有効活用を行うことによっ

て、経費の節減にもつながることをしっかり考えていきたいと思います

ので御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員  検討していただけるという答弁のもとに、また質問を続けさせていた

だきたいと思いますけれども、この施設整備については、視察先では機

械器具については650万円程度の経費となっておりました。これは国の

補助事業等を活用できたら、より安価な経費で設置することができると

思いますし、そういった既存施設を有効的に活用することになれば2カ

所、あるいは3カ所の設置も可能なんではないかと考えます。 

 先ほど答弁の中でいただきましたけども、そこの活用策としては虹の

農場等もあると思いますし、また来年統合後の学校給食センター跡地等
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も考えられるんではないかと思います。 

 いずれにしても、経費をかけない取り組みがほんとに必要なのではな

いかと考えます。そこらあたりを再度質問させていただきたいと思いま

す。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  先ほども申し上げたつもりでございますけど、当然、学校給食の跡地、

あらゆる施設の可能性、また補助金もあらゆる安芸高田市にとって優位

な補助金は検討してまいりたいと思っております。 

 過疎債とか特例債の検討も十分考えていき、尐ない、安芸高田市の経

済負担が尐なくなるよう、努力していきたいと思いますので御理解を賜

りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員  施設設置を検討していただけるという答弁は先ほど来、何度も答弁を

いただいております。そうした中で通告いたしておりますので、検討を

していただけるということになりますと、次の質問3点目の処理施設の

運営についてということで通告させていただいておりますので、質問さ

せていただきます。 

 施設設置においては、食肉加工処理・販売を行うについて、食品衛生

法による許可制度が必要となり、あるいはまた、県知事許可を伴うこと

になると研修してまいりましたけど、視察先では、解体専門員等を配置

しないで、猟友会会員の皆様が独自で処理資格を取られて、解体・販売

を行うというふうにお伺いをしてきました。ただ、ここのところでの課

題としては、施設利用が土曜日・日曜日等に集中して、施設利用効率と

いう点からは効率が悪いという課題もいただいてまいりましたけど。 

 こうした状況を踏まえて、もし本市でそういう設置を取り組まれると

すれば、当然ニーズ等も含めて採算性の確保という課題があるかと思い

ますが、解体専門員等を配置し、猟友会員の皆様が曜日に関係なく捕獲

個体が搬入でき、あるいはこれが会員皆様の副収入増につながるために

は、第三セクター方式と申しましょうか、そうした施設の管理業務を専

任の方が行うことが望ましいと思うのですが、市長さんの見解をお伺い

いたします。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  施設、処理施設の運営についての御質問でございます。 

 産業建設常任委員会で視察をされました、和歌山県日高川町において

も、施設設置につきましては、猟友会等の強い要望を受けて設置された

ものと伺っております。 

 例えば、施設の管理運営に猟友会会員がかかわっていただくとしても、

猟友会の方も他の職業を持たれている方もある中で、会員の理解が第一
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前提であると存じております。 

 いずれにいたしましても、管理運営体制のあり方につきましては、重

要な項目になると考えております。 

 先ほど、御提案ございました解体専門員とか第三セクターの問題とい

うのは、これから検討いたしまして、安芸高田市として一番よりよいベ

ターの方向で決めていきたいと思いますので御理解を賜りたいと思いま

す。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員  第三セクター方式等による取り組みというのも考えていただけるとい

う答弁だったというふうに理解させていただきます。 

 それ以上のことはもうございませんけれども、一つまた視察先とここ

と私たちも委員会として、所管事務調査として研究させていただいてる

中で尐し報告させていただきますと、捕獲頭数が日高川町では670頭ぐ

らいに対して本市では1,149頭。またシカ等では、日高川町では800頭ぐ

らいに対して本市は1,718頭と大きく上回っております。逆に猟友会員

の皆様の会員数を比較すると、日高川町が194名に対し本市のほうは145

名と下回っている状況にございます。ということを考えますと、猟友会

会員の皆様が、解体処理等を行うということは、まず本市においてはか

なり負担が大きくなりますし、将来的な捕獲頭数増につながりにくいん

ではないかと私たちは判断いたしております。 

 また、猟友会員の副収入増を目指す点からも期待できないという懸念

があります。こうしたことから、第三セクター方式等、施設運営の効率

的な利用運営について提言なり質問なりをさせていただいたところでご

ざいます。どうかそういう点を理解していただき、検討をよろしくお願

いいたしたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 食肉としての有効活用の展開を図られてはどうかという点について、

お伺いをいたしたいと思います。 

 獣肉処理加工施設の活用により、イノシシ、シカを食肉として流通・

販売の促進を検討されてはどうかというふうに考えるわけでございます。

そのためには、販路開拓計画等を策定して、一番本市に適した調理法を

市内飲食業関係者と検討してメニュー等も考案していただいて、飲食

店・宿泊施設などで料理として提供したり、また冷凍肉・ミンチとして

道の駅・産直市などで販売にも取り組んでいただいたり、こうしたこと

を行うことによって需要と供給のバランスが増加することにより、有害

鳥獣の捕獲増につながり、また農作物への被害が減尐するのではないか

という獣害対策にもつながると私は考えます。また、地域資源として有

効活用されることにより、地域振興の向上が図れるとも考えられます。 

 こうした観点から、食肉として幅広く有効活用の展開を進められるた

めにも、その施設設置をお願いしたいわけですが、そこらあたりの食肉
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としての有効活用の展開について、市長さんの御見解をお伺いいたした

いと思います。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  食肉としての有効活用の展開ということでございますけれども、先ほ

どから私答弁してますけれども、頭の中にはこういうふうに前提として

一応お答えしたつもりでございます。 

 設置する以上は、そこで加工した肉の有効活用または販路の拡大につ

いては、職員一丸となって開発していきたいと、かように思っておりま

す。市内では産直市、また市外・広島等に売れるんであれば、その販路

拡大にも努めていきたいと思っております。 

 また、先ほどもお話しましたけど、売れるその肉をいつごろ時期をと

るとか、そういうことも工夫が必要だと思います。同じやるんなら、う

まく獣肉が売れて、また所得になってまた循環してとっていただけると

いう循環体制をとっていきたいと思いますので、御理解を賜りたいと思

います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員  有効活用についての取り組みについては、既にそういったことも含め

て考えていくという答弁だったというふうに理解させていただきます。 

 そういった中で、市長さんも考えておられることは今の答弁等も含め

てわかってはいるつもりですが、この食肉として有効活用される場とし

て考えられるのは、例えば、学校給食センターでそうした衛生的にもき

ちんとした処理場の中で処理された肉であれば使用可能でありましょう

し、それから当然、湯の森とか湯治村等、またあるいは、もっと広く考

えたら病院でありますとか、それから老人施設等も考えられますし。先

ほど答弁もいただきましたが、長期的な考えに立ちますと、市外に販路

改革、例えば、加工品にして販売する等の販路開拓等も進むと思います

し、そうしたことが進めば食肉としての需要の向上が望めることになり、

そうするとさらなる捕獲が必要となってくると。そのことがまた駆除数

の増加につながると。また猟友会員様の副収入増につながるのではない

かという観点から質問をさせていただいたと思います。 

 ただ、駆除数についての制限等もあるように伺っておりますが、私が

思ってる駆除対策の一環としては、特にそういう施設を有効活用するの

にしっかり捕獲をすることができる体制をつくっていくことも大切なん

だと考えておるんですね。防護さく等の設置等も当然予算組んで今年度

も補正等もあげられていただいておりますけども、そうじゃなくて、や

はりふえてる現状は栄養価の問題もある、繁殖の問題につながるんかも

わかりませんけれども、ふえる傾向にあるのがもう事実でございますか

ら、とっていく方向をしっかり考えていかなければいけないと私は考え

るんですね。そうした中で、そこらあたりの展開も今後に大切だと思う
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のですが、再度市長さんに質問、答弁を求めたいと思います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  基本的に秋田議員さんがおっしゃること、私の考えと全く一緒のよう

な感じがしますけど。先ほど私、道の駅と言ったんですけど、市内のあ

らゆる事業所、病院とか給食センターとかいうところも使っていただけ

ることはしっかり考えていかないけんと。ただ、ごり押しじゃなしにち

ゃんと食べておいしいよというシステムをつくらなければと思いますの

で、その辺のことを考慮したら市民の方の協力を得られるんじゃないか

と。また逆に、そういうことをすればまたうわさが広がって、よそから

の需要もあるんじゃないかと思っております。 

 これと「えびす茶」とか「あきろまん」とか米といろいろございます

ので、十把一からげで全部、やっぱり市民の方の所得向上に向けて、し

っかり売ることも考えていきたいと思いますので御理解を賜りたいと思

います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員  獣肉は食べておいしいということの確約ということをおっしゃいまし

た。 

 視察先で食べてまいりました。大変いろんな料理、レシピ集をつくっ

ておられて、日高川町ですけども、つくっておられて、おいしくいただ

いてきた経緯がございます。また農業新聞等、最近そのレシピ、食肉の

調理方法等を、ハンバーガーであるとかシカ肉カレーであるとか、いろ

んなことも最近報道が多くなってきたように思います。そこらあたりが、

ほんとに今後の有効活用につながっていくので、ぜひとも取り組んでい

ただきたいと思います。 

 最後の質問に入らせていただきたいと思います。 

 5番目の一連的な考え方による予算増額について、予算増額はできな

いかという点について、お伺いいたしたいと思います。 

 有害鳥獣対策の取り組みについては、防護さくの設置、また駆除、有

害鳥獣が嫌う作物、バッファーゾーン整備ですね、そういったことが周

知のとおり、今ずっと検討されておりますし、また、補助事業等も活用

された展開がなされていると認識いたしております。それにつけても今

後の被害拡大は懸念されると思いますし、この部分でも独自の予算措置

も大変必要なんではないかと考えます。 

 今回提案させていただきました捕獲獣の有効活用も含めて、来年度予

算措置をそういった一連的な措置で一つの予算化ができないかどうかと

いう点について質問させていただきたいと思います。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  一連的な考え方による鳥獣対策の予算増額はできないかという御質問
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でございます。 

 現段階におきましては、捕獲頭数が制限される中、本当に加工施設が

必要かどうか、猟友会や捕獲班との十分な協議を重ねた上で、一定の方

向を出したいと考えております。協議が整ったら前向きな方向で検討す

るということは先ほど答えたとおりでございます。 

 また、有害鳥獣対策につきましては、基本的には防御と駆除で対応し

ているのが現状であります。駆除については駆除班の班員でなければで

きませんが、防御についてはどなたでもできます。 

 これまで市民の皆様は、地域等でさまざまな補助金を活用され、防御

されているところでございます。 

 今後の予算措置につきましては、猟友会はもとより、ＪＡ広島北部や

ＪＡ共済等の関係機関と連携を密にいたしまして、限られた財源の中で

最大限の努力をしてまいりたいと思います。 

 先ほど提案にありましたことにつきましては、関係機関の協議が整っ

て、策の方向性が煮詰まったら、その処置はしっかり考えていきたいと

思いますので御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 秋田雅朝君。 

○秋 田 議 員  予算措置については、しっかり考えていくというふうに答えていただ

いたと思っております。 

 最後にですが、私は有害鳥獣対策に対する予算増額というのは、必須

条件だというふうに再度申させていただきます。 

 今定例会でも補正予算で６６０万円等の予算も組まれましたし、8月

19日の中国新聞でも報道されましたけど、本市における昨年度の被害面

積は減尐してますけれども、被害額が大幅に増加しているという記事も

報道されたと記憶しております。鳥獣対策費を増額してでもシカ、イノ

シシの食害、被害額を減尐させることが本市の地域農業振興策にとって

重要な課題だとだれもが認識していると思います。 

 昨今、今年度の米価についても下落の話が聞かれておりますけれども、

そういった生産農家の意欲減退につながってることにもなると思うんで

すね、こういった被害で被害額がどんどんかさんだりすることが。本市

の基幹産業である農業の衰退は、大きく言うと安芸高田市の活力減退に

もつながると言っても私は過言ではないと考えます。 

 そうした中で、先ほど検討していただけるという答弁をいただきまし

たけど、市長さんのほんとに決断で思い切った予算措置をとっていただ

き、安芸高田市が前に進んでいくような施策展開を強く望みますけれど

も、最後のそういったことを含めた市長さんの答弁を求めて、私の質問

を終わらせていただきたいと思います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員御指摘のとおり、鳥獣対策につきましては大きな行政の課題でご
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ざいます。このことをしっかりやらないと、せっかくの農作物を鳥獣に

食べられてしまうということでございます。 

 今まで鳥獣対策といったら、捕獲をすることと、網で防ぐことという

ことを考えていたわけですけれども、今度は尐し作物を考えてみたらど

うかとか、それからまた、とったイノシシとかシカの肉を有効活用した

らどうかというこういう幅の広い政策の展開になると思います。 

 こういう幅広い展開をといて、今まで以上にこの鳥獣対策ができるよ

うに努力してまいりたいと思いますので、御理解を賜りたいと思います。

いろいろと御忠告、ありがとうございました。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わり、秋田雅朝君の質問を終わります。 

 この際、11時20分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １１時０４分 休憩 

午前 １１時２０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○藤 井 議 長  休憩をといて、会議を再開いたします。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 15番 金行哲昭君。 

○金 行 議 員  政友会、金行でございます。 

 通告のとおり、まず職員研修について質問させていただきます。 

 行政は安い経費によって最大のサービスを行う。政府にしても地方公

共団体にしても、納税者としては常に安い政府で最大のサービスを望ん

でいるのは私が言うまでもございません。 

 ただ、安い政府と高い政府と言っても、要は人材、人の問題だと思い

ます。私は、地方行政において今から自民党が政権とろうと、民主党が

とろうと、またほかのところがとろうと、地方分権はどんどん始まって

くると思います。 

 それらのもとを考えながら、最も能率的に住民のために安くサービス

を提供するのは、公務員の特命であり、任務としてと言っても過言じゃ

ないと考えております。わかっている公務員、仕事がですよ。いろいろ

な面で素質がいいと言ったら語弊があるかもしれません。あらゆる面で

理解のできる公務員の多いほど住民のサービスもよくなり、かつ能率的

もよくなると思います。多くの職員が学校を出て10年。または職場から

再雇用されて職場に入ってもやっぱり10年、20年もそういう研修等々の

あれがないかもわかりません、それではいけないんですが。たとえ浜田

市長がいろいろな政策をやられて、今のところはいろいろな政策が順調

にいって、思うとおりにいってると思います、これからも。やっぱり皆

さんが、職員が取り巻く人間が人材によってそのトップのリーダーにつ

いていくことと思います。 

 まず初めに、市長に職員の研修についてはどう思われているか、まず

お聞きします。 
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○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  職員研修についての御質問でございます。 

 議員御指摘のように、職員研修につきましては事業を遂行する上で必

要な要件だと思っております。幾らいい施策を展開しても、職員の消化

能力がなかったら、非常に提案能力がなかったらつまらん提案に終わっ

てしまいます。おっしゃるとおりに、人材育成もこれからの大きな課題

だと認識をしております。 

 そのためには、定期的に今、研修計画を行っておるところでございま

す。質問の趣旨、研修計画についての御質問にお答えをしたいと思いま

す。 

 職員数の減尐を図る中におきまして、公務能率の増進を図るためには、

個人の持つ能力を最大限に引き出す人材育成を行うことが必要不可欠で

あると認識をしておるところでございます。 

 このため、平成19年3月に制定をいたしました安芸高田市人材育成基

本方針に基づき、各年度の研修計画を策定をいたし計画的に研修を行っ

ておるところでございます。 

 具体的には、市独自の研修、研修所等を活用した研修及び派遣職員研

修の三分野により実施しているところでございます。 

 また先般、職員の啓発を高めるために小学校等においての各職場の授

業の説明、例えば固定資産税はこういうものだという研修のための職員

の学校への派遣も考えております。こういうことを通して、幅広い職員

研修を行っていきたいと思いますので御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 金行哲昭君。 

○金 行 議 員  今、1番の研修計画等々の趣旨は言ってくださいました。 

 我が市の計画はどのようになっているかと、それを含めてやはり指導

者、管理者、この研修は絶対必要だと思います。そこらの研修はどうな

っているのかをお聞きします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  職員の管理職級の研修はいかにやってるかという御質問でございます。 

 管理職員の研修につきましては、管理監督者は各職員の職務遂行を直

接指導する立場から、各職員の能力開発の現状と必要性を把握し、職場

の風土づくりや職場内研修の実施などを通じて、人材育成に向けて重要

な役割を果たす必要があると思っております。 

 このため、計画的に広島県自治総合研修センターによる監督者研修、

管理者研修及び部長研修を行っており、平成21年度は延べ21名が参加し

たところであります。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 金行哲昭君。 
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○金 行 議 員  管理者研修もやっておられるということですが、研修でもこの今言う、

初め言った自治大学の研修、県公務員の研修、職員研修、型にはまった

研修というのもあります、それは必要ですよ。我が市の独特な総ヘルパ

ー構想とかいろいろ市長がやっておられる当市主体の研修、独特なこう

いうことはやっておられるのか、お聞きします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  県の研修センターにおける研修は先ほどお話ししたとおり、定期的に

やっております。我が独自の研修といたしましては、職員派遣というの

を行ってます。例えば農協へ職員さんにうちから派遣をして向こうから

も来てもらうというふうに職員派遣、それから県庁への職場の派遣も行

ってます。またサンフレッチェへも職員派遣をしております。いろんな

角度でいろんな場所を経験してもらうことによって我が安芸高田市の職

務に生かしてもらうという試みは行っております。 

 先般も同僚議員さんの質問ございましたけど、職員の中においても各

事業の展開、市民総ヘルパー構想とか新交通システム等、まだ十分把握

してない面もあるので今後につきましては職員全体にわかるようなこと

をしていきたいと思っております。このとおりやるというんじゃなくて、

批判をいただく意味でもしっかりこのことを議論してもらいたいという

ことでございます。それから先ほど申しましたように、教育委員会と連

携をとりまして小学校とか中学校へ職員が出向いて、新交通とはこうい

うようなことですよと、ダムの働きはこういうことですよという説明を

する中で同僚の議員さんがおっしゃっていましたけど、自分が説明する

ことによってしっかりとした研修になるんじゃないかと思っております

ので、御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 金行哲昭君。 

○金 行 議 員  独自の研修、先ほどもありましたように、教育のほうに行かれてまた、

そういう内容を言うというのは大変にすばらしいことだと思います。 

 4番目の技術部門の研修、建築、水道等々のこれは特殊でございます

し、やはり発注者側として知識を知らなくては業者にも物を申せない。

言いたい放題のものじゃいけない等々もあって、知って知らんふりはい

いんですが、知らなくて知らんのはつまりません。そこらのそういう特

殊的な研修はどう行っておられるのか、お聞きします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  技術の特殊な分野の研修につきましての御質問でございます。 

 昨年度まで毎年度1名を財団法人広島県建設技術センターへ派遣をし、

専門技術の習得に努めていただいているところでございます。 

 また、建設工事を担当する職員について技術力の向上を図る目的で担

当部署において、毎年度土木職員研修を実施しており、平成21年度にお
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きましては延べ38名が参加をしたところであります。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 金行哲昭君。 

○金 行 議 員  5番目に移ります。 

 今、民間企業の派遣研修等々で私は問いを出してるんですけど、農協

等々のあれはやっておられるというのも聞きましたし、ですが私はこの

厳しい世のときに人が尐ないからそういう余裕がないかもわかりません

が、民間の中小企業の工場とか、サービスをやってるデパートへとかい

うことは考えていらっしゃらないのか、いややったことがおるとか、と

いうことがあればお聞きします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  民間企業への派遣研修の件でございます。 

 民間企業への派遣、現在やっていることにつきましては、サンフレッ

チェ広島に1名、ＪＡ北部農協に1名、社会福祉協議会に1名、財団法人

八千代開発公社に1名を派遣しておりますが、議員御指摘のように準民

間への派遣ということでございます。県においてもそういうことを実施

しているようでございます。これは今後の検討課題として受けとめさせ

てください。いろいろ効果があれば、やっぱり安芸高田市も実施してい

きたいと。それに伴って条例の改定とかしていかなければいけません。

やっぱり職員のために研修を効果が上がるんであれば、また検討もして

まいりたいと思いますので御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 金行哲昭君。 

○金 行 議 員  6番目に移ります。 

 平成20年度、平成21年度の成果報告等々も持って、研修の成果かなり

出ておるんですが、平成20年度、平成21年度の研修の実績をお伺いしま

す。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 総務企画部長 清水盤君。 

○清水総務企画部長  それでは、平成20年度と平成21年度の研修の実績でございます。 

 市の平成20年度におきましては、市の独自研修者が1,613名でござい

ます。研修所等を活用した研修が174名、及び派遣研修が7名の計1,794

名が研修に参加しております。 

 次に平成21年度におきましては、市の独自研修者が1,846名、研修所

等を活用した研修160名、それから派遣研修者が7名の合計で2,013名が

研修に参加しております。 

 年間で職員一人当たりが4回以上の研修を受けたという実績でござい

ます。以上でございます。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 金行哲昭君。 
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○金 行 議 員  今、実績は総務部長が報告になったんですが、その分析ですよね。そ

れは個々にやっておられると思うんですが、この分析が大事なんです。

平成21年度の成果、及び今後の課題として人事評価とか、そういう他人

と比べる必要があるのか、やっぱり他人に务っているところをどうカバ

ーするかということだと思います。底辺を広げるということですね、と

思います。 

 それと市長、研修を含めての職員の提案制度とか職員の政策研究研修

とかいうのをやったらどうかと私は提案したいんですが、その点どう思

われますか。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  実は提案制度につきましては現在やっておるんですけれども、中身に

つきましてもっと精査して十分効果のある提案制度にしなければいけな

いと思っております。また、そういう実績、職員の報告につきましても

しっかりとこれからも研修の中に盛り込んでいきたいと思っております

ので御理解してもらいたいと思います。現在のところ、非常にそういう

ことを余りやっていないんで、これからやらせていただきたいと思いま

す。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 金行哲昭君。 

○金 行 議 員  職員の研修というのはこれでいいのか、このぐらいでいいのかという

ことはない。常々、我々も生涯教育ということでございますので、職員

の研修は一生涯、また最大のサービスの提供のためにもやっていかねば

いけないと思います。職員の意識改革・人材育成はトップの責任におい

てやるべきだと私は思うんです。市長も同感だと思っておられると思い

ます。 

 それでは、第2問目の災害対策について移させてもらいます。 

 我々は日常生活において天災、人災に悩まされることは多いです。特

に水害、この我が市、我が市だけじゃないんですが、日本国中、集中豪

雨によっていろいろな考えもしない被害、恐怖に侵されております。こ

れは異常豪雨と感知ができればいいんですが、そうできるもんじゃない、

この地域だけに集中豪雨ということで特に今の異常気象で起こるのかと

いうことですが、我々、同僚議員も安全、この災害については数、今回

の質問もあったようです。それだけやっぱり安全と災害については住民

も非常に関心を持たれております。市長もいつも言っておられる安全と

いうのはすごく力を入れておられます。私がいる甲田町の上小原の地域、

幸いに芸備線が通っていて向原から吉田口、甲立、ずっと三次までいっ

てるんですが、そこにとりまして、非常にこの間みたいに雨がざっとき

ますと排水溝が尐ないんですね。これはいろいろな建設等ともあったと

思いますが、非常に排水溝があって4月のころだったら非常に災害が出

てるんです。上から山手からの水がずっと家のほとりの小さな水が一気
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に押しかけて、いろいろそのときには辛苦もされてますし、いろいろ苦

労もしてますし、関係者も出てその災害に対してのあれもやってますが、

今、幸い県のほ場整備も行われています。その地域は何ぼかはよくなる。

そのほ場整備があった地域となかった地域、また、いろんな農家ではな

い地域、生活道、生活排水等ついてそこらの微妙な考えが出てきます。

ほ場整備がやったからそこらよくなったで、逆にほ場整備を上のほうだ

けしたら、下がなりますし、受益性でございましたので排水溝というの

はこもうございます。そこらをとってただ地域だけの問題でもございま

すし、安芸高田市として非常にこういうのは考えていかないといけない

と思うんですよ。これは人命を考えるとしても非常にほっとけないあれ

だと私思うんですよ。市長その辺、どう考えていらっしゃるかお聞きし

ます。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいま金行議員の災害対策について、甲田町の上小原地域の排水対

策に係る施策の展開についての御質問でございます。 

 私も現場を見せていただきました。上小原地区は議員御指摘のとおり、

以前から雨が降りますと、山から流出した雨水が、数尐ない排水路や地

理的に低い箇所を流れ、ＪＲ芸備線の軌道敷を横切り、主要地方道広島

三次線を横断して一級河川戸島川へ流入しております。 

 しかしながら、地域の面積に対して排水路が尐なく、断面についても

排水能力が悪いため、集中的な豪雨がありますと、民家の床下浸水も頻

繁に発生をしております。 

 ＪＲ芸備線の軌道敷につきましても、横断排水路の口径が小さく、排

水が追いつかないため、軌道敷で山側からの水をせきとめ、湛水状態に

なる状況でございます。また今、議員、後から御指摘あるかもわかりま

せんけど、各個人への私が感じましたことは、消防車、救急車への進入

路がないように感じました。このように課題がたくさんございます。住

民が安心して生活していくためには全体的な防災、排水対策を含めた防

災安全対策を講ずる必要は考えております。必要があると考えます。 

 当該地域の課題につきましては、旧町甲田町時代から取り組むべき課

題としてとらえられ、さまざまな角度から検討・協議を重ねてきた経緯

があるようでございますが、結果として改善されていないのが実態のよ

うでございます。 

 いずれにいたしましても、過去の歴史的な経緯もさることながら、危

機管理上の上からも、まず地域の実態調査をし、方向性を示したいと考

えております。専門的な立場からこの流域に対して、どのぐらいの水路

が必要なのか、また救急に対して進入路が、消防車が入るのかどうかと

いうようなことを検討いたしまして、また地域のほうへ留意してまいり

たいと思います。この結果を踏まえまして、今後の整備計画を立ててま

いりたいとかように思っております。 
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 地域の方々もしっかりと防災意識を高めていただき、行政と一緒にな

って地域の安全対策を向上することに対しての興味を持っていただき、

御協力を願いたいと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 金行哲昭君。 

○金 行 議 員  私が一番懸念したことを、市長が消防車、救急車と言ってくださった

ので私はそれを言おうと思って、市長が理解をされて下さってたので非

常に力強く思ったわけです。早速ですがこれはやっぱり安全と命、どう

しても大事なことです。早急に来年度の、直してくれとは言いませんが、

予算、調査をやってくださるようにお願いして私の質問を終わりたいの

ですが、市長、最後の答弁をお願いします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  当地区におきましては、安芸高田市内でも非常に相対的に比較しても

安全度の低いところでございます。行政もこの問題から逃げることなく、

正面から検討してまいりたいと思います。そのためには先ほど申しまし

たように、その方向性、緊急なものについては早急に予算組んできます

けど、課題、長期的なものにつきましては、これからも十分住民の方と

協議をしていきたいと。まずは先ほど申しましたように、行政の専門的

立場からこの箇所はこうあるべきだという提案をさせていただきたいと

思っております。住民の方々も振興会の中心になって、やっぱり人ごと

ではなく自分のこととして行政にまた訴えてもらいたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 金行哲昭君。 

○金 行 議 員  これで終わりますが、今、住民が最終的には一つになって、将来の住

みやすい安芸高田市をつくるために、住民と一緒に頑張ってまいります。

終わります。 

○藤 井 議 長  以上で金行哲昭君の質問を終わります。 

 この際、13時まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １１時４７分 休憩 

午後  １時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○藤 井 議 長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 3番 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  3番、会派絆の児玉史則です。 

 通告に基づき、3点質問いたします。 

 まず第1点目、若者定住に向けた就職支援について伺います。 
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 昨今の経済状況は欧州での金融不安、米国経済への先行き不安から円

高が進み、国内経済も将来が不安な状況が続いております。そのような

状況下でことし3月の県内高校生の就職希望者は、3,150名おりましたが、

約200名は就職が決まらず、卒業しています。市内3校では、就職希望者

が約50名おりましたけれど、これは進路担当の先生方の努力によりまし

て、全員何とか就職することができております。しかしながら、来年春

の就職はさらに厳しくなることが予想され、国や県も支援体制を固めつ

つあります。安芸高田市としても市内に就職し定住を希望する生徒をい

かに支援していくかが、喫緊の課題と考えます。市長の御見解を伺いま

す。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの児玉議員の御質問にお答えをいたします。 

 若者定住に向けた就職支援についての御質問でございます。 

 現在、市内への就職に関しましては、「安芸高田市雇用対策協議会」

を中心に支援体制を組んでいるところでございます。この「安芸高田市

雇用対策協議会」におきまして、ハローワーク、安芸高田市工業会、各

高校の校長先生や担当教諭、安芸高田市商工会及び安芸高田市教育委員

会の関係機関が密接に連携をし、就職希望者の意見を尊重しながら、市

内企業への就職の支援を推進しているところであります。 

 今年度におきましても、「安芸高田市工業会総会」の場におきまして、

市内高等学校と市内企業のＰＲの時間を設定いたし、就職希望者の状況

等について意見交換を行うとともに、市内企業からも企業のＰＲを行っ

ていただくなど、市内企業への就職について支援をしているところであ

ります。 

 また、吉田高等学校におきましては、平成23年度から「アグリビジネ

ス科」を新設いたし、さらに農業後継者の育成強化を図られると伺って

います。 

 近年、新聞・テレビ等で全国的な就職率の低下が報じられております。

市といたしましては、若者の市内就職及び定住のため、引き続き企業情

報を発信してまいりたいと考えておりますので御理解を賜りたいと思い

ます。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  確かに御努力をいただいたおかげで、今年度は工業会36社と高校とが

連携を図ることができましたし、これまで募集がなかった企業から募集

があったということもお聞きしております。 

 ただ、この9月16日から就職試験がスタートするわけですが、1次ある

いは2次で合格する生徒たちは問題がないわけですが、ことしの12月ぐ

らいまでに合格をもらえない生徒は不合格が続きますと、次の試験では

企業側も先入観を持ち、より厳しく審査されるためなかなか合格とはな
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りません。この春でも10回以上落ちた生徒さんがざらに見える状況です。

そうなりますと、最後には生徒本人も人格そのものを否定されたように

なり、精神的にも大変な苦痛を受けることになります。 

 また市内以外にやむなく就職を探し、当市を出て行ってしまう事態も

発生しており、大きな損失であろうと思います。就職が決まらない生徒

は、事務サポートティーチャーや就職担当の先生方が市内の企業に一生

懸命お願いをされているのが実態です。当市に残ってもらうためにも、

先生方にまかせっきりにするのではなく、行政として支援するセーフテ

ィーネットの仕組み。汗をかく仕組みが必要と思いますけども、市長の

お考えを伺います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  若者の市内定住について、大変な行政の課題でございます。そういう

見地からもしっかりこれからの高等学校の担当先生との連携をはかりな

がら図ってまいりたいと思っております。 

 残念ながら、今はそういう組織をつくっておりませんけど、今まで以

上に緊密な、連絡をとって一人でも多くの方々が安芸高田市に就職でき

るように支援してまいりたいと思いますので、御理解してもらいたいと

思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  つながりも広がりというのをぜひ御検討願いたいと思います。昨年度

市内の3校の卒業生、これは11月時点ですが210名おりまして、そのうち

就職希望が54名、さらにその中の安芸高田市内の希望者41名でした。今

年度は8月末時点で来春卒業生が177名、就職希望が43名、そのうち安芸

高田市内希望25名で、卒業生に対する市内就職希望者は昨年度は約20％

ですが、ことしは現時点で14％と大幅に減尐しております。就職希望者

の比率は約25％で、これは昨年と比べてもほぼ同様ですが、市内への希

望者が大幅に減っていることに危惧をしております。 

 また、就職が厳しい状況で、進路を専門学校や大学に変更される生徒

も見受けられます。市内から一度他の地域に出られた生徒はほとんどが

他地域での就職になり、残念ながら当市に戻ってこられる数がほとんど

が皆無となってしまいます。 

 工業会に参加されている36社を含め、市内には雇用保険取り扱い事業

者数が現在約480社ほどあるとお聞きしております。工業会に参加され

ていない企業のトップ、あるいは人事担当部門とのつながりを構築して、

幅広く意見交換を行いながら雇用の確保をお願いしていく。先ほど市長

がおっしゃいましたように、まさにそういう態勢が必要だろうと思いま

す。 

 もう一度その辺のお考えをお尋ねいたします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 
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 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  市の基準、考え方でございますけど、今まで以上に、企業の誘致とい

うのは大事になってくると思います。幸い、大きな農業メーカーとかお

話もございます。こういうことを大事にしながら、できるだけ市内に優

良企業をとどめていきたいと、かように思っております。 

 それと並行して先ほど議員御指摘のように、高校とのさらなる連携と

か、工業会との話し合いを尐し多く持って、実態把握にしっかり努めて、

できるだけ市内の就職率が高まるように今後も努力してまいりますので、

御理解を賜りたいと思います。 

 今まではこの一応高等学校の問題ということで、いわゆる県教委の県

の話だったわけですけど、県の施策はさることながら、安芸高田市も連

携をとって我が町のこととして、若者定住対策として一緒に協力してや

ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  今、市長がおっしゃられたように、県立高校の支援というのは若者定

住の一つの施策であると私も同感で全くあります。若者がふえるという

ことは、定性的効果は多々あるにしても定量的には自主財源が、自主財

源増につながる重要な施策と考えます。 

 戦術的には、就学前の児童への支援、小学校卒業までの医療費の無料

化、先ほどおっしゃった県立高校への支援、結婚サポ－ト事業、あるい

は企業誘致、また先般議論が出ております光ファイバー構想等々打ち出

されております。ただ、広報という意味では不十分で、当市の考えてい

る若者への支援システムを成人式等を利用して説明し、他市との違いを

アピールしていく、そういった広報のやり方を検討すべきだろうと思い

ます。いかがでしょうか。 

 こういう県立高校の卒業生や専門学校、大学へ進んだ人材をいかに地

元に就職していただくか、このことは安芸高田市の将来を左右する重要

な事項であろうと思います、目標を定め、戦略的に若者定住を推進する、

課や部を横断した組織が必要で、その中で戦術展開を行うことが大事だ

ろうと思います。こういった組織論に対して市長のお考えを伺います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  若者定住に関する組織論のあり方、広報部のあり方についての御質問

でございます。先般、成人式ございましたけど、私はこのあいさつの中

で、安芸高田市のいいところはちゃんと述べたつもりですけど、広報等

においてはそういう展開はなかったこと、確かでございます。今後にお

きましては、しっかりと将来いいところを、若者が魅力を持ってもらえ

るような材料についてはしっかり宣伝をしていきたいと、かように思い

ます。 

 いろんな若者の、我々がどういう若者に理解をしてもらうかという戦



149 

略を打つかと言うことでございますけど、現在のところ、いろんな組織

を持っていないので、なかなか同窓会とかこういう若者が集まる機会を

利用して、そういう挑戦をしてみたいと。そういう安芸高田市に興味を

持ってもらうことから入ってもらわないと、なかなか定住につとまらな

いんじゃないかと思ってます。 

 先般ちょっと、うちの農政のほうで安芸高田市を支援する会をつくろ

うかと言ってますけど、若者も含めましてそういう組織に入ってもらっ

て、そういう安芸高田市出身者とか、そういうところにも出て新しい火

の粉を打っていくと言う展開も必要じゃないかと思っております。めた

らめっぽう、こう撃ってもなかなか岡山出身の者がなかなかこっちを向

いてくれないので、そういうことも大事ですけど、まず安芸高田市の応

援団をふやしていくことも大事かと思ってます。その中に若者をいかに

ひきつけるかということも考えていきたいと思っております。 

 大きな展開の中で将来的に組織づくりとかいるんだったら、その時点

でまた考えていきますけど、現況ではこういうことをしようということ

をしっかり方針を抱えておりませんので、こういう組織まではいきませ

んけど、そういういい機会、同窓会とか、うちの今度は支援する会とか

そういうことを利用しながら、ちゃんと安芸高田市のことを訴え、また

若者の定住に向けて頑張ってまいりたいと思います。 

 また先ほどから申しましたように、光等の現代の若者にとっての必修

科目についてもしっかり頑張っていきたいと思いますので、御理解を賜

りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  組織も必要ですけど、あるいは就職の厳しい状況の認識ということに

おいては、残念なのは雇用の優先度が市の退職された職員の再就職に重

点が置かれているのではないかということです。 

 当市は合併以来、再任用や再就職先のあっせんは行っておられません。

しかし、市が出資されている地域振興事業団へは退職された方の雇用が

行われており、そのこと自体が一概に悪いとは申しませんが、本来はこ

れだけ就職が厳しい中で新卒者に対する配慮や若い世代に対する配慮が

欠けていると言わざるを得ないと思います。優先されるべきは就職先が

決まらない生徒たちではなかろうかと思います。 

 このような現状を、市長はどういう御感想をお持ちか教えていただけ

ればと思います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  御指摘いただいたように市の職員の運営の方々がということで、決し

て就職条件はいいわけじゃないんですけど、現実としてそういうことが

あるということだと思いますけど。ここらはいいルールをつくって市民

の方々が納得いくような形でまた考えていきたいと思います。 
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 議員のおっしゃるとおり、そういう声もちらほら聞いてますので、そ

ういうことのないように、皆さん方が一緒に悩んでいただけるようなシ

ステムの構築を図ってまいりたいと思いますので御理解を賜りたいと思

います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  市長のお耳にも入ってるということですが、その今の事業団のトップ

が副市長であれば、皆さんやはりそういう見方をずっとされるんじゃな

いかと思うんですね。市民の皆さんからやはり給料をいただいてる立場

であれば、李下の下で冠を正さず。やっぱり謙虚さが必要だろうと思い

ます。事業団設立当初は確かにトップが行政とこう兼務やむなしと思い

ますけれど、今現在ではそういう必要性もなくなってきてるんじゃない

かと。民間の方がトップでもいいでしょうし、いずれにしても見直され

る時期に来てるんじゃないかと思うんですが、その辺はいかがでしょう

か。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  事業団のトップといっても、無報酬の世界なんですね。そういう形で

民間に求めても適任者がおるかどうかということと、今、事業団につき

ましては、ある程度まだ方向性が大事な行政の一部を担ってもらってま

す。例えば、新交通の体系とか。こういうものがしっかり軌道にのって

からやっぱり預けていきたいと思います。ただ、無報酬ですのでだれが

やってくれるかってありますので、議員のおっしゃることはよくわかる

んですけど、実態を踏まえまして今後の方向性を定めていきますので、

御理解を賜りたいと思います。決して議員さんがおっしゃることが無視

してくるというんじゃなしに、そういう社会の声も聞きながらしっかり

としたものに育てていきたいと思ってます。どうかよろしくお願いしま

す。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  それでは2点目の質問に入ります。 

 保育所・幼稚園へのエアコン設備等空調設備の設置について、伺いま

す。 

 ことしの夏の暑さは異常で、過去に例を見ない暑さでしたが、残念な

がら市内の保育所・幼稚園には3歳から5歳の園児の教室や事務室にエア

コンが設置されてないところが約半数近くあります。急遽エアコンをリ

ースされる対応をされましたが、今後の温暖化を考えますとすべての保

育所・幼稚園にエアコン等空調設備の恒久的な設置が必要であろうと思

います。市長のお考えを伺います。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 
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○浜 田 市 長  保育所・幼稚園へのエアコン等空調設備の設置についての御質問でご

ざいます。 

 御指摘のとおり、現在、公立保育所におきましては、ゼロ歳から2歳

までの保育室にはエアコンを設置しておりますが、3歳以上のクラスに

は設置してないのが状況であります。 

 ことしは記録的な猛暑が続く中で、子どもたちへの熱中症対策として、

保育士が細かな水分補給はもとより、日よけ対策・保育行事の工夫など、

特に注意を払っていただいたところでございます。 

 とりわけ、エアコンの設置されてない部屋で昼寝をしていた保育所4

カ所におきましては、緊急の措置としてウインド・クーラーをリースに

よって取りつけさせていただきました。園児が快適に睡眠できるように

配慮し、園児の体力低下を招かないように対応しているところでありま

す。 

 温暖化が進んでいる現況の中で、来年度以降においても厳しい猛暑が

予測されますので、熱中症の予防対策として、保育所へのエアコンの設

置を今後計画的に進めてまいりたいと考えておりますので御理解を賜り

たいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  市長がおっしゃるとおりでございますけれども、その緊急の必要性と

いうことですね。3歳から5歳までの園児っていうのはこれまで我慢をす

れば過ごせる暑さであったかもしれませんが、ことしの暑さの中では、

しかも西日が当たる部屋になりますと、ほとんどが30度を超えて、昼寝

の時間に昼寝ができない。また、体調を崩したり、熱中症になることも

心配が必要で、保護者も大いに不安を持たれていると、こういう状況で

あったろうと思います。ことしは簡易設備で何とか急場をしのいでいる

状態ですが、来年の夏までには空調設備の取りつけは最優先課題であろ

うと思います。何をさておいても真っ先に設置する必要があると考えま

すし、最低でも1カ所の保育所に全園児が入れる部屋、1部屋でも来年の

夏には取りつける必要があるんじゃなかろうかと思います。そのあたり

の市長の御認識と、もし具体的なスケジュールがありましたら、お聞か

せ願えればと思います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  今、具体的にどの保育所に、どの幼稚園に何台設置するということは

申し合わせしておりませんけど、早急にこのたびの夏の猛暑と実態を把

握しまして、できるだけ早い時期に設置ができるよう検討してまいりた

いと思います。 

 いろんな保母さんの意見とか、保護者の意見を聞きながら、予算を許

せば、単年度で早い、期間をできるだけ短くして、子どもたちの保育が

うまくいくように努めてまいりたいと思いますので、御理解をしてもら
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いたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  1点見受けられるのは、その合併して6年がたつんですが、同じ保育料

を払いながら同様のサービスを受けておることができていない、こうい

うことも一つ、大きな課題であろうと思います。設備や遊具のまず標準

化を行うと、それからその標準化に基づき、養護展開の計画を立ててい

くという計画的な、エアコンだけじゃなくそのほかの設備も計画的な総

養護展開が必要だろうと思うんです。この辺いかがでしょう。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  同じ保育を受けながら、保育料金が違うというのは私も聞いておりま

すし、今、幼保一元化とか各保育所の設備の整合性については改めて調

査をして不公平のないように、これから整備をしていきたいと思います。

今、幼保一元化とかそういう大きな取り組みも行っておりますので、そ

の辺も御理解を賜りたいと思います。議員おっしゃるように、市民の

方々に保育料の差はあって、ただ差額は非常に困ることなので私も同感

でございます。しっかり公平性を保つように考えていきたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  それでは続きまして、3点目の質問に入ります。 

 3点目は、第三セクターであります神楽門前湯治村に関して質問いた

します。 

 平成21年9月の定例会で、事業の継続性を質問しましたが、市長から

は各市町が景気のよいときに考えたことなので、さらなる精査を行う。

また、その以前に営業成績を上げるために、行政として協力できること

はないか、そのこともしっかりと考えていくとの御答弁をいただいてお

ります。この一年間、営業成績を上げるために努力された事項をお尋ね

いたします。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  第三セクター神楽門前湯治村への協力について、この一年間行政とし

て営業成績向上のために、何をいかに努力したかという御質問でござい

ます。 

 神楽門前湯治村に対しましては、昨年度も、その運営について指導、

助言をしてまいったところでございます。昨年度は第三セクター等経営

検討委員会を設置いたしまして、（株）神楽門前湯治村における経営分

析等を行いました。「地域貢献度は評価できるが、その指標設定が必要

である」ということ。また「安芸高田市としての施設活用のビジョンが

必要である」ということなど、今後の経営のあり方に関する方針を取り

まとめていただいたところであります。 
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 ことし3月には、日帰り入湯税の額を引き下げる税条例の一部改正を

行い、経営の負担軽減を図りました。 

 今年度は、「神楽ＤＶＤ」の作成と、「未来創造支援計画」、新しい

知事が提案しておりますけど、この策定に取り組んでおります。 

 御承知のように、安芸高田市の大きな魅力の一つに、神楽がございま

す。この魅力をＤＶＤに収録いたし、全国へＰＲする計画を進めておる

ところであります。これによって、全国の神楽愛好者に安芸高田市と神

楽門前湯治村を印象づけるとともに、神楽を知らない人たちの関心をも

引き寄せたいという考えであります。 

 また「毛利元就」や「神楽」といった地域資源を活用した観光振興を

行うことにより、観光客数及び観光収入額を増加させ、地域経済の活性

化を図るため、「安芸高田市未来創造支援計画」を策定すべく、準備を

行っているところであります。 

 この未来創造支援計画の中に、安芸高田市神楽に関する情報発信や活

用体制の充実を盛り込み、新たな観光客とともにリピーターの増加を図

りたいと思っております。 

 これら計画によって、神楽門前湯治村の利用者数及び収益の増加とと

もに、安芸高田市全体の観光振興を推進してまいりたいと考えておりま

すので、御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  経営検討委員会を開催され、経営のあり方、それからいわゆる神楽の

活用ですね、これが十分に御努力されていることは認識しております。

それから、さらに全体ということでおっしゃいましたけど、全体と言え

ば、経済というのは生産場所と物流ということが基本になりますが、こ

ういう施設あるいは観光施設、これらとやっぱり輸送ということが重要

な基盤になるだろうと思います。残念ながら市内の施設は点在している

だけで、輸送といった考え方が抜け落ちてる。例えば土師ダムのＢＭＸ

に来られた方に神楽を見て帰っていただくとか、あるいは湧永庭園に行

かれた方に午後湯の森でくつろいでいただくとか、あるいは尐年自然の

家を宿泊拠点として他の施設をめぐる、そういった施設間の人の輸送の

システム確立が重要と考えますし、施設へ観光バスの連携が必要だろう

と思います。連携の旗振り役は行政の役割と思いますが、このあたりは

市長のお考えはどうでしょうか。 

 また、広報という意味では、広く市内の観光場所やこういう施設を知

っていただくために、市内の若い人たちに、先ほども申しましたけど、

成人式等を活用し、プロモーションビデオなどを見ていただいてしっか

りとアピールすると。成人式に出られた方にお聞きしても残念ながら当

市の観光施設を半分も知られない方が非常に多かった。残念な思いをし

たんですが、この成人式に出られた方っていうのはほとんどが市外、県

外に出られるわけでして、その一人一人が広告塔になっていただけると。
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若い人の情報発信能力というのはメールやツイッター等多岐でありまし

て、しかも広範囲に瞬時に情報を発信してくれます。こういった若い世

代も活用していくことこそ大事だろうと思いますが、このあたりいかが

でしょうか。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  安芸高田市の各施設についての移動の体制、支援でございますけど、

今後課題事項、まだいわゆるタクシー会社とかバス会社との協議が残り

ますけど、このたび新交通でバスが朝晩運行した、昼にはバスがあると

かこういうものをいかに活用するかというのも一つの施策かと思います。

そして、今新交通システムがありますけど、こういうものを例えば使っ

ていただいて、向原の方に神楽を見てもらうとか、高宮の方にあやめ園

を見てもらうとかというようなことも考えられるんじゃないかと思って

おります。 

 いずれにいたしましても、経営状況を見ますと、湯治村あたりの経営

状況、土日は比較的集客能力あるわけですけど、月、火、水、木、金が

非常にない。せっかくの利潤をここでみな食うてるっていうのが状況で

ございます。 

 まず、安芸高田市内の老人会、女性会、市民の方々が施設を十分理解

してもらってそこを使っていくということをやりましたら、かなりの経

営を助けるんじゃないかと思ってます。こういう身近なことをしっかり

これからも思案のほうをしていきたいと思っております。 

 行政もそういう支援はしていかないと、どっちみち赤字になったら行

政が支援するシステムでございますので、こういうことも一生懸命やっ

ていきたいと。 

 また、先般もお話しましたけど、安芸高田市の支援する会というのを

つくろうと思ってます。これ美土里町さんがつくっておられますけど、

これ会員になってもらって、その情報提供がプライバシーとかそういう

ことにならんようにして、非常に安芸高田市の広報とか、その若い人た

ちに今やってること、それから魅力を発信したいと思ってます。こうい

うことによって理解をしてもらって、この安芸高田市へ尐しでも帰って

もらうと。地産地消じゃないけど、東京のあたりでもお米を食べるなら

「あきろまん」とか安芸高田市のものを食べてもらうと、甲田のなしを

食べてもらうとかいうような発信の展開ができると思います。先般も東

京事務所の県人会に行きましたら地域の方、寄ってきて、まあ米食うな

ら安芸高田市の米を食いたいという人、たくさんおられます。そのよう

に地産地消にもつながると。それから今のような催しとかイベントとか、

施設の利用にもつながるということで、こういうできることからやって

いこうと思ってます。 

 美土里町さんは既につくっておられましたので、この組織をぶさにす

るというんじゃなしに、これを安芸高田市として全体に拡充していくと
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いうことです。この名簿を今後の企業誘致とか地産地消とか、イベント

の発信とかいうことを使っていきたいと思っております。このお返しと

しては、その安芸高田市の広報とかいろんなチラシとかをそのためにす

るんではなく、余分に刷ってサービスをするということを、地道でござ

いますけど、こういうことを地道に行うことによって、このリピーター

を尐しでもふやしていきたいと、かように思っております。私これ、か

なりの成果が出るんじゃないかというのは期待をしております。実は鹿

児島とか宮崎というのは、このことを徹底してやっておられます。だか

らふるさと納税というのも一番理解度が高いですね。東京の方々が。安

芸高田市もおくればせながら、こういうことの事業の展開を図っていき

たいと思っております。 

 この出身者になる人にまず理解をしてもらう。この出身の高等学校、

中学校を理解してるんですね。この安芸高田市を理解して、できれば協

力、将来は帰ってもらうということが議員がおっしゃるように大きな大

事なことだと私も認識しておりますので、理解をしてもらいたいと思い

ます。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  先ほど市長がおっしゃいましたように、湯治村の経営状況が非常に厳

しいと。週末だけとおっしゃいましたけど、平成21年度決算では、御努

力いただいたおかげじゃないかと思うんですが、利益が確保できている

ように数字が出ております。しかしながら、依然厳しい状況であること

は変わりないわけですが、最近の利用者数、売上高を見てみますと、や

はり減尐傾向が続いておると。平成19年度の利用者数は13万5,000人に

対して、平成21年度は11万7,000人で約1万8,000人が減っていると。売

上高は、平成19年が4億900万円に対し、平成21年度は3億6,500万円、

4,400万円の減となっております。ただ、平成22年度は平成21年度の売

上高より2,000万円多い3億8,500万円を計画されておるわけです。そう

すると、先ほど市長がいろいろ改善案を御説明いただきましたが、これ

が果たして、ことしの2,000万円多い計画へ反映されてくるのか、この

あたりを株主としてどう評価されたのか。達成度とか、その辺の御感想

をお聞かせいただければと思います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  神楽門前湯治村においても非常に今、経営努力をされております。一

つ聞いたのは、今度の新交通あたりを利用して料金は湯治村で持って、

余計に来てもらうということも考えておられるようです。 

 いろんなことを考えながら、やっぱり目標設定は高いほうがいいので

努力をされていることについては、評価をしたいと思っております。こ

のことはしっかりそのとおりになるかどうかというのは、また次の別の

課題でございますけど、目標を持って頑張るんだということは評価して
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あげてほしいと思っております。 

 いずれにしても、この神楽というものを、田楽というものを安芸高田

市の財産でございますので、みんなで守っていかないけんと。そのため

にはある程度の負担もあるかもわからんということは皆さん御理解をし

てもらってるんですけど、こういうことを一緒になって、同じやるんな

らできるだけ負担を尐なくしたいということなので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 議員さんらの地元地域もおいても、やっぱりいろんな行事において老

人会の方に湯治村を使うとか、今の湯の森を使うということも奨励をし

てもらいたいと思います。このことが安芸高田市の財政を助けるんだと

いうことをしっかり宣伝もしていただきたいと思います。 

 なぜこういうことを言うかというたら、先般老人会長さんが、あれは

わしらの組織とは思うとらんかったって言われたので、こういうような

認識なんですよ。私が市長になって初めて言ったのは、そういう施設の

教育を図りましょうと。今までそういう認識ができていないと言うたん

ですよ。住民の方々に湯治村、美土里町の財産でありますけど、安芸高

田市の財産としてみんなが認識することが大事だと思います。 

 我々を含めて市民の方々にもそういう啓発を図っていかなくちゃいけ

ないと思っております。御忠告ありがとうございました。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  第2次の行革でも第三セクターに対する補助金、委託金の抑制を言わ

れております。抑制しようと思えば抜本的な対策が必要であろうと思い

ます。旧六町時代につくられた施設は、そのときはその町にとって全体

最適であったかもしれませんが、合併した後、市にとって今ある施設の

中身合わせが全体最適かと言えばそうでないようなところも見受けられ

るんじゃないかと思います。最初から、安芸高田市を例えばつくってい

たとすれば、例えば温浴施設ですね、入浴するだけの施設だけ見ても、

湯治村や湯の森より近いところに果たしてつくっておったか。あるいは

サイクリングターミナルの同様の入浴施設をつくっておったか。 

 合併して6年がたつわけですけど、さらに今後、歳入の落ち込みが確

実に予想されるわけですね。そういった場合に旧町時代の持ち寄ったす

べての施設をほとんど100％で維持していくことを私は不可能じゃない

かと、将来では不可能になってくるんじゃないかと思ってます。 

 維持するということに力を注ぐよりも、将来を見越し新たな市をつく

っていくという思想で、第三セクターの持つ個々の設備や個々の特性を

生かし、なおかつ連携した施策の検討を進めるべき時期がきてるんじゃ

ないかと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  こういう施設につきまして、私もそういう時期にあると思います。今
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までもその検討を怠ったわけではございませんけど、さらなる検討をし

ながら、将来にとって安芸高田市として必要な施設としてということを

認識とかいうものはふるいをかけて、しっかりその観点に立って施設運

営はしていきたいと思ってます。 

 ただ、経営に合わなくてって言っても、市の文化として継続するもの

はしていかないかんということなんで、このことは市民も理解を賜ると

思います。我々のすることはちゃんとしっかりとした目で、この今の第

三セクターの経営状況をしっかり見て、しっかりとした方針を定めてい

きたいと、かように思います。決してこれ、今までがこういうことを怠

たっとったわけじゃないですけど、さらなる勉強会をして、さらなる検

討をしていきたいと思っております。 

 できるだけ皆さん方に納得いくような説明できるような形でまた整理

なりまた保存なりをしていきたいと思いますので御理解を賜りたいと思

います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  今のぜひ、そういうことは必要だろうと思います。今後避けて通れな

い問題であろうと思います。 

 それから、合併後の平成17年から平成21年までの５年間の利益計画の

累計を見てみたんですが、利益計画の累計は約1,600万円ぐらいを計画

されております。平成18年には経営安定化のために補助金2,700万円を

投入して、投入しても実績の累計ではマイナスの約6,800万円。計画に

対しては8,400万円の大幅な欠損となっておるわけです。平成21年度は

利益が出ておりますけれども、今後この大幅欠損に対する経営責任とい

うものを大株主としてどのように求められるのか。 

 規律というものは大切でありますし、本来、第三セクターとはいえ、

出資された市民の皆さんの代表として、株主の立場として経営責任を求

めていかれると。こういうことは大切な役割と私は思いますが、その辺

の市長の御見解を伺います。これを最後の質問とさせていただきます。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  大変答えにくい難しい質問でございますけど、我々その行政を預かる

者、先代がやったにしても一応経営責任というとこはあると思います。

ただ、先ほど申しましたように、今、経営の多頭制、場合によっては公

費負担もやむを得ないんじゃないかという仕組みが私は大事だと思いま

す。残さないんだったらここで清算ということになりますけれども、あ

あいう文化をちゃんと残すということはこれも大きな行政の柱でござい

ます。 

 そういうことを踏まえながら、経営責任と大げさなものじゃないです

けど、さらなる厳しいチェックをかけていきたいと、かように思います

ので、御理解を賜りたいと思います。決して逃げる気じゃございません
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けど、今、これを、この施設をやめたとか、こういう議論じゃございま

せんので、現況を我々尐しもっと勉強をして、ちゃんと経営の成り立つ

ような仕組みを考えていかなきゃいけんと思ってます。この一端が先ほ

ど地域振興計画がその起爆剤にもなってくれればといいと思ってます。

非常に期待をしています。 

 神楽というものが今後の地域のうまく振興の一つの核になるというこ

とは私は間違いじゃないと思ってますので、この振興計画が絵にかいた

もちにならないようにと、こういうことについても兼任を信用してもら

って、安芸高田市の三セクが成り立つような方向については努力しても

らいたいと、かように思いますので、御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わり、児玉史則君の質問を終わります。 

 この際、14時まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  １時４７分 休憩 

午後  ２時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○藤 井 議 長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 16番 入本和男君。 

○入 本 議 員  16番、あきの会、入本和男でございます。 

 先の通告に基づいて、一般質問をさせていただきます。 

 それまでに、さきの産業建設常任委員会の先進地視察におきましては、

執行部の視察員の出席者の中に市長命令で副市長の同行を得て、市長の

施策のウエートの大きさを感じました。 

 また、きれいセンターの先進地の視察におきましても、北広島町と比

べて、北広島は1名の職員。当市においては市長外で市民部長と課長、

専門委員を含め3名であり、議員も安芸高田市議会は5名で、北広島は2

名という、こういう点を見ましても市長の産建におかれる視察の先の研

修またはごみ問題に関する市長の大きさを感じたわけでございます。 

 また最近では、市民の声が組合法人深瀬のほ場整備でございますが、

大野部長さん参加されておりましたけど、そこでも職員の方がスムース

にやられて、農業委員会である垣内さんも、こういうふうな進行状態の

早いところはまれに見るほ場整備の組合法人ではないか、という職員の

対応が評価されていたことも事実でございます。 

 また、一般市民に置かれましては、中國新聞をよく見ておられまして、

市長は非常に行動的な人だなと日程を見られて評価しておられてました

ので、この場をかりまして報告させていただきます。 

 それでは、通告に基づき質問に入らせてもらうわけですが、私も先進

地視察ですね、地域の自立促進を強く感じましたので、通告の質問をさ

せていただきます。 

 地方分権の進展により、「自己選択」「自己決定」「自己責任」によ
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る行政運営で、多様化する行政ニーズの適性に対処していくための、限

られた行政資源の有効活用をしていく上で、「選択と集中」という施策

展開で支所及び振興会活性化が必要と思います。 

 市長は、平成22年度の施政方針の中で、心豊かで創造性にとんだまち

づくりで一段と活字を大きくされて、市民と行政の役割分担を踏まえ、

情報の公開・提供を基本として、それぞれの地域振興会の活動を支援し

てまいりますと。平成22年度は市と地域振興会の役割や支援体制のあり

方を総合的に調査・検討をしてまいりますとうたってあり、私もこの振

興会また支所につきましては、一般質問等を通じて、今日に至っており

ます。 

 項目別に書いてるわけでございますが、今回の質問の趣旨が私と議会

事務局との意思の疎通がうまくできておりませんで、執行部におきまし

ては、答弁者につきまして非常に御迷惑をかけたことがあろうかと思い

ますが、せっかく答弁書ができておるという形ですので、この際、その

地域振興会または支所のあり方について市長との施策の参考にしていた

だきたいし、また、どのようなお考えをお持ちか伺うものでございます。 

①としまして生活環境の整備で、廃棄物処理問題で、ごみの発生・排出

の抑制、リサイクルの推進、再資源化など振興会で取り組みをしてはと

うたっております。これにつきまして市長のお考えを伺うものでござい

ます。 

○藤 井 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの入本議員の御質問にお答えをしたいと思います。 

 生活環境整備、廃棄物処理問題、ごみの発生・排出の抑制、リサイク

ルの推進等を振興会で取り組んではという御意見でございます。 

 市といたしましては、ごみ減量化対策助成金制度を設け、市民のリサ

イクル意識の向上を図り、循環型社会の形成に向けた取り組みを推進し

ているところでございます。 

 具体的には、古紙、アルミ缶、スチール缶、ペットボトルの回収に取

り組みを行うとともに、資源回収用具給付制度により、資源物を回収す

るための用具を団体に給付する取り組みを行っておるところでございま

す。 

 現在この取り組みは、子ども会、女性会、ＰＴＡ、行政区、地域振興

会等、地域の実情にあわせ実施されているところでございます。市全体

で昨年末におきまして、108団体で取り組んでいただいておりますが、

市全域とはなっていないようでございますので、昨年より地域振興会の

会議に出向き、広域的な取り組みをお願いしているところでございます。 

 議員御指摘のように、いろんなところでやってるようでございますけ

ど、これには各市町のごみに対応する歴史がございまして、子ども会が

やっとったり老人会ということがありますので、これは各会においてあ

る程度の資金源にされたりあるんで、これ課題としては受けとめておき
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ますけど、こういう現在の実情も御理解をしてもらいたいと思っており

ます。 

 先ほどはお褒めの言葉ありがとうございました。また励みにして、し

っかり頑張っていきたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  今回の趣旨は、先ほど市長の答弁もありましたように、私は地域振興

会、支所という形でございます。本来ならきれいセンターの組合でこの

問題は大きく取り上げるべきだと思いますが、振興会の位置づけ、また

支所の位置づけにおきまして、先ほど言われました循環型の社会の形成

につながるとか地域の収入をつくるという中で、ついに地域では平成22

年2月号に資源回収の特集にあります市の広報で、19戸で10万円の収入

を得たということがあります。やはりごみは資源であり、お金を足して

物を買って捨てるものではないというのが市民の声からもあるようです。 

 それで上勝に行ったのは、既に情報も市長のほうに入ってると思いま

すが、葉っぱビジネスが有名で、既に私ども10年前にそれを理解してた

わけですが、ごみの収集車がないとか、ごみをゼロというような大きな

目標でやっておられた。そこで私が思ったのは、今回振興会というもの

を名前、また支所というものをウエートおいたのは、2,000人の人口で

やっておるということです。そうすると、旧学校区で物事すれば、上勝

のまねができるんではなかろうかと私は感じたわけでございます。大局

に立って物事をすることも必要ですが、細分化して効率をあげるのも一

つの手段ではなかろうかと思うわけでございます。 

 そういう意味で、現在ごみに対しましても地域廃棄物対策に308万円、

ごみリサイクル813万円、パトロール650万円、ごみ処理機100万円とそ

の予算化もされております。その中で、リサイクルの工夫では66％とい

う現在の上勝ではリサイクル率が66％と非常に高いものを持ってるとい

うことがありました。そういう意味を含めまして、方向性を市長は今後

のごみに関しては非常に、同じきれいセンターの管理者でありながら、

本来ならきれい管理者は副ではなくて正規な管理者をかってでてもらっ

て、安芸高田市が非常に進んでることも事実であります。そういう意味

ではこの際、役員改正等は、これは副管理者と管理者の話し合いででき

るというふうに聞いておりますので、そのぐらいの意気込みを持ってや

っていただければ私はきれいセンターの組合の活性化にもなるし、また

ごみというものが資源になるということもあろうかと思います。 

 また、1点つけ加えますけれども、同僚議員が食器の問題がありまし

たけど、これも上勝の中でありましたけど、リサイクルの工夫でくるく

るショップというものがありました。これは既にお聞きと思いますが、

くるくる食器としてイベントで貸し出しし、使い捨て食器を削減すると

いうこともありましたので、これは本来質問の項ではありませんが、参

考にしていただければと思いまして申し上げたつもりでございます。 
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 よって今のごみ問題に関しましては、先日、出されました過疎地域促

進の中のソフト面にもうたっておられます。その点の一考え方について

伺いするものでございます。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  このごみの処理問題、大きな行政の課題でもございます。また大きく

言えば大きな地球的な課題でもございます。この問題とはこれからも正

面に取り組んでいかなきゃいけないと、かように思っております。 

 議員御指摘のように、今の組織のあり方とかでございますけど、今ま

ずは市民の方にごみに対する意識啓発をしてもらってということで、現

在のシステムも完全とは思っておりませんけど、次の課題にしていきた

いと思っております、組織の見直しについては。まず、市民の方々に資

源の循環とか、このリサイクル化が非常に大事だということを啓発して

いきたいと思っております。これだけで満足をするんではなくて、今現

在、ごみの資源ということで5品目だけをやってます。ビンとペットボ

トル等々。実はこれは非常に初歩的な段階であって、安芸高田市からご

み全体を減らすことを考えていかないけないと思っております。このた

めには市民の方々に今以上の分類をしてもらわないといけないと。して

もらうのはいいけど、やれやれ行政がやってるんじゃなしに気持ちよく

してもらわないけないと、この啓発がこれから大事になってくると思い

ます。私が知ってる東京の近くの川口あたりでは14分類とか16分類を平

気でやっております。市民の方々が全然苦なしでやってる。うちは5分

類のおつまみ食いみたいなものです。金になる分だけとってるというこ

となので、これでリサイクル終わったということじゃございません。先

ほど、くるくるショップでありますけど、リサイクル・リフォーム・リ

ユースといいますけど、この段階を十分取り入れて、使えるものは使っ

ていくという精神でこれからもごみの種類の処分の展開をやっていきた

いと。 

 いみじくも、おくらばせながらこのたび環境条例をつくりましたので、

何のためつくったのかと言いますと、こういうレベルの高いごみ政策を

やっていくのも一つの今後の意義があるんじゃないかと思っております。

ここでじゃなしにこれからさらに市民の協力を得ながら、ごみの資源化

に向かって進んでいきたいと思いますので、御協力を、御支援を賜りた

いと思っております。 

 その過程の中でどのぐらいの組織がいいのかとか、どういうところに

役割分担、例えば出てきますけど、今スタートしたばっかりでございま

す。しっかりこのことの意義を市民の方に伝えていきたいと思ってます

んで御理解をしてください。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  私、本来はごみ問題だけでも一つの問題とすれば何項目もあるわけで
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ございますが、本来の趣旨が振興会の位置づけを掲げておりますので、

ごみ問題についての追求は今回はいたしませんが、ごみ分類を34分類す

るとごみのパッカー車が要らないと、焼却場も要らないということは既

に報告を受けておられる、市長さんは御存じだと思いますので、その点

を含めて次の質問に入ります。 

 次は防災体制、自主防災体制の充実と書いております。この点につい

て、答弁書ができておるようですので、お願いいたします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  答弁書そろっておりますので、お読みいたしたいと思います。 

 自主防災体制の充実、災害・ＡＥＤの取り組みについての御質問でご

ざいます。議員御指摘のとおり、地域の自立促進という視点では、自主

防災体制の充実は極めて重要なことと考えております。そうした意味で

それぞれの地域では自主防災組織の設立を進めていただいており、現在

の組織率は47.3％であります。市内に49の組織を立ち上げていただいた

ところでございます。 

 特に災害時の対応につきましては、先の7月豪雨における避難勧告時

に例を見たとおり、自主防災組織の連絡網を活用した情報伝達により、

スムースに組織的に避難をしていただくことができ、組織設立の成果が

あらわれたととらえております。 

 また、自主防災組織による防火訓練を通して、消火器の訓練や土のう

づくりなどと合わせ、ＡＥＤの使用訓練も実施される地域も多くござい

ますので、市といたしましては自主防災組織の設立を進めると同時に、

設立後の組織の運営と防災訓練などの支援に力を入れていく必要がある

と考えておりますので、御理解を賜りたいと思っております。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  この先ほどの市長の答弁も全くそのとおりでありまして、一番気にな

るのが、47.3％しかできてないということでございます。これが100％

にするというのが、私の今回の目的でございます。と申しますのも、Ａ

ＥＤにつきましても公共施設には置いてあるんですが、地域に非常に尐

ないという、イベントのときに借りに行くいうても、夜中にいつ起こる

かわからないと。そうするとコンビニぐらいに地域で買って、委託して

預かってもらって管理は、という方法もあろうかと思うんです。24時間

体制と。それか振興会とすれば自立して、自所で持つような形も今後必

要ではなかろうかと思います。 

 要は情報にしても、こまい地域で自主防災がないと、伝達にしても先

ほど言われました土のうにしても、消防団がいつも正規な消防団がそろ

ってるわけではありません。土のうの場合ですと、消防団員のサポート

ができるという状況もあります。そういう経験をしましたので、ぜひと

も自主防災というものを振興会の中に位置づけて、後ほど申しますけど
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そのポイント制にして、今度の補助金の対象からワンランクあげるとか

いうような方向も、私は今からは強化システムを導入して、やはりそう

いう方向性が必要だと思いまして、この質問を入れましたので、その点

の御一考をお願いしたいと思います。 

 3番に移ります。 

 振り込め詐欺や悪質商法等の犯罪多様化に対しての安全・安心の取り

組みについて、伺うものでございます。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  先の質問の組織率の向上等についてのお答えをしたいと思います。 

 行政といたしましても47.3％、非常に低い数字だと思ってます。でき

るだけ早く100％にと。この間、担当の課長にも室長にもうちもこうい

うものは入ってくださいじゃなしに、もうあなたの命も入らなだめです

よというようなことも失礼じゃないと思ってます。こういうお願いをす

るかもわかりませんけど、こういうことを市民もちゃんと地域のことは

地域でしっかり守っていただく体制づくりをしたいと思っております。 

 それから、ＡＥＤをコンビニとか嘱託のほうへと言いますけど、御要

望があれば、やっぱりそういうこともしっかり考えていかなくちゃいけ

ない課題だと思っております。課題として受けとめておきます。 

 それから振興会でございますけれども、私、今、振興課長に指示して

いるのは自主防災体制をしっかりやることについては、特色あるまちづ

くりの一つに位置づけて、振興会の加入を半分は人口割りとか言ってま

すけど、一部はこういうところを重点的に配分していくのも一考じゃな

いかと思っておりますので、検討をさせてください。 

 それでは、3番目の振り込み詐欺、悪質商法等犯罪の多様化に対する

安心・安全の取り組みについてお答えをいたします。議員御指摘のとお

り、統計的には被害の件数や被害額は減尐してきているものの、依然と

してこの手の犯罪はあとを絶たず、ますます巧妙かつ悪質化している実

態があります。 

 特に高齢者を対象とした犯罪の多様化から、インターネットを悪用し、

年尐者を対象とするような詐欺まがいの取引など、犯罪の手段や態様も

いろいろ変化をしていることでございます。 

 こうしたことから市といたしましては、安芸高田警察署など関係機関

と連携をし、被害に遭わないための情報の共有や啓発に力を入れてまい

りたいと考えておりますが、地域の自立促進という視点では基本的には

振興会ごとに活躍をいただいている市全体で68名の「地域安全推進員」

を中心に地域に情報発信をしながら啓発強化したいと考えておりますの

で御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  この取り組みは社協を通じてでも、活動されてる方がございます。先
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ほど推進員68名と言われましたけど、これはいい例えではないかと思い

ますが、葬儀を行う単位に一人ぐらいの数がおられたほうがいいという

のが私の意見です。というのは、やっぱり人間関係ができてないと何で

も話すことができないということがありますので、それも振興会の中に

位置づけていく、というのが私の今回の趣旨の目的でございます。よっ

て、振興会の両立、支所の充実というものの中でとらえていくと、この

問題も警察でも2010年3月ごろには市の広報紙で安芸高田警察の取り組

みで地域や支所との連携が情報交換が必要という形で市の広報紙でも減

らそう犯罪、振り込み詐欺に気をつけましょうと、話し相手が私は非常

に必要だと思いますが、この取り組みを再度ここで具体的な思いがあれ

ば、未然に、今のところ余りないようですが、報告書では2件ほどあっ

たように聞いております。その点を防ぐためにはこの推進制度ももっと

変えなければいけないんじゃないかと思いますが、その点についてお考

えがあればお聞かせください。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの御意見でございます。今68名、地域安全推進員でございま

すけど、中身をちょっと精査させてもらいたいと思います。尐ないよう

であれば、やっぱり増員を含めた検討してまいりたいと思います。議員

御指摘のように、こういう組織だったらもう500名になりますのでそれ

を含めて、数については約束できませんけど、現在で推進員が足りるか

どうかと検討してまいりたいと。 

 そしてもう一つは、振興会の中に先ほど提案いただきましたので、中

に入れるということも一つの手かもわかりませんので、この辺を含めて

ちょっと検討をさせてください。中身について、ちょっと私がわからん

ところもございますので、早速調査をさせてもらいますので御理解を賜

りたい。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  次に移ります。 

 4番の多文化共生社会の取り組みという、非常に短い質問事項で、非

常に御迷惑をかけたと思いますが、よろしくお願いします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  多文化共生社会の取り組みについての御質問でございます。 

 多文化共生でございますが、前回の御質問にお答えをしましたように、

市といたしましては、人づくり、まちづくりの視点から外国の方々と、

市民が共生できる地域づくり、交流のきっかけづくり、外国人の方々が

安心して暮らせる環境づくりを進めて行く必要があると考えております。

この取り組みが、地域振興会への活性化につながり、「安心して生活で

きるまちづくり」ができるものと考えております。将来的には安芸高田
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市の医療、福祉または企業を支援してくるものと期待をしているところ

でございます。 

 今現在、この取り組みについて担当室のほうへ指示していることは、

徹底的な調査を今、行っております。現在、外国人の方が600数名おる

ことがわかってますけど、どこで何をしていうことがわかりません。工

場の方にどういう立場でおられるんかということもわかりません。こう

いうことを徹底的に調査をして、次の来年度予算に向かってまた事業の

ほうをしていきたいと思っております。 

 先般、新聞でも見られたと思いますけど、国際多文化共生シンポジウ

ムをあるようでありましたけれど、これは八千代病院が主体としてやら

れました。最初は韓国とのおつき合いの話だったんですけど、我が町も

全体的におまつりの対象にするんだということで、共催をすることにし

ております。非常に多くの方に来ていただき、多くの生活様式を学ぶこ

とができると思います。来年は、こういうことを安芸高田市が主体とな

ってやっていかないといけないんじゃないかと思っております。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  目的が今回違いましたので、こういう質問になってるわけでございま

すが、私も過疎自立計画ソフト事業をですね、これを8月ごろにいただ

きましたので、それを踏まえてその内容を踏まえても、ここに書いてあ

りますように、定住外国人が地域で安心して暮らせるよう、文化や生活

習慣、価値観などをお互いに尊重するとともに、地域に密着した生活が

営めるよう、外国人に生活情報や、案内の表示、相談窓口、生活支援な

どの充実を図りたいというようなうたい文句があるわけです。これがま

さしく地域のイベントにしても、生活環境の道徳指導と言いますか、先

ほどのごみの問題とか、こういうものは人間関係ができれば非常にでき

やすいことで地域に密着できて初めて多文化共生ができると思いますの

で、地域振興会の位置づけも大きいと思いまして、伺った次第でござい

ます。 

 5番に移ります。市民総ヘルパー構想の取り組みと。これも既に説明

があったわけですが、あえてここで先に私のほうから質問のほうもあろ

うかと思いますが、この当初の市長の市民総ヘルパー構想は安否の確認

とか、変化の察知とか、消費者被害防止、情報の支援、話し相手、買い

物宅配支援、ごみの分類とか電球の交換等であろうと私は思うんですよ。

しかしながら、行政といえば財政源がない中で、やはりこういう事業を

取り組めば、もうワンランク上の事業で取り組めるという形でやられて

ることは承知してるわけでございますが、この私がここで申しますのは、

隣近所のもやいと言いますか、そういうのが、まず振興会でやるべきで

はなかろうかと、それからあとは専門的なそのところでやるってことを、

二段階に分けられたほうが私はよろしいんじゃないかと思ってそのあた

りを提言し、伺うものでございます。 
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○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  市民総ヘルパー構想への取り組みの御質問でございます。 

 市民の皆様方には、広く福祉、介護、医療などの一般的な知識を身に

つけていただき、その知識により、地域にお住まいの高齢者や障害者の

方を「みんなで・支え」また「みんなで・地域で支える」ことにより、

支える人も元気づけられ、ともに「自分らしい生活ができる新しい支え

合いの地域づくり・まちづくり」を進めようとするものでございます。

私も本年度の支所別懇談会で説明をいたしましたが、このことを重点事

業の一つとしており、地域と連携し地域の介護力の向上を図り、地域互

助の再構築を進めておるところでございます。 

 このように、支え合いの地域づくり・まちづくりを行うためには、地

域と行政が一緒に考え行動し、主体的なまちづくりを推進していく必要

があります。振興会との協力・連携は欠かすことができないと私は認識

をしております。 

 今後も振興会を初め、多くの市民の皆様方に「市民総ヘルパー構想」

について、理解と協力をいただき協働のまちづくりを推進してまいりた

いと思っております。 

 議員さん御指摘のように、総ヘルパー構想いわゆるもやいの精神等、

私は分けることがなく、こういう精神で、総ヘルパー構想を言ってるん

だという説明に使わせてもらってます。昔は私らが若いころはＮＨＫで

隣組というのがあったんですけど、この精神をこの総ヘルパー構想に生

かしていただきたいと思っておるところでございます。 

 地域の人たちが互いに、おじいちゃん入っていったけど、あれ主人じ

ゃろうか、泥棒じゃろうか、というようなことを笑えることではないよ

うな、都会では、町ではそういうこと起こってます。こういうことのな

いように、いろいろ情報を提供してもらいたいと思ってます。消防にし

ても消防団行ったらすぐに消火活動に入れない。いや、ここのおばあち

ゃんおるんじゃろうか、おじいちゃんおらんのじゃろうか、というよう

な初歩的な検索がしなくてもいいような地域にしてもらいたいと思って

います。 

 初期的な活動はもちろん、お願いしていこうと思ってます。そうかと

いって、このことがその皆さん方に社会的な負担になっては困るので、

こんにちは、おばあちゃんとうちのほうから言って防災とか介護をいた

しますけど、そのつなぎをうまくやってもらいたいと今思っております。 

 私ども今、もやいの精神と総ヘルパー構想をイコールな状況において

策定化を図ってますので御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  市民総ヘルパー構想の中で一番問題点は、5時間の4日間という講習が

あります。それがボランティアするにしては、非常に重荷になっておら
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れますので、そのあたりも含めて検討していただければと思っておりま

す。事業としては悪くないと思っておりますので、その点、申し伝えて

おきます。 

 次に移ります。 

 次も似たような事業でございますが、⑥としてファミリーサポート事

業の取り組みについての考えを伺います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  先ほどの市民総ヘルパー構想の取り組み、5時間4日間という課題につ

いては、現地調査をよく踏まえながらちょっと課題の整理をさせてくだ

さい。 

 ファミリーサポート事業の取り組みについての御質問でございます。 

 ファミリーサポート事業は、社会福祉協議会に、児童館・児童クラブ

は法人にそれぞれ運営委託をしております。特にファミリーサポート事

業については、子育て支援の主要な事業として位置づけ、24時間の宿泊

預かりへの事業拡大を図っているところでございます。 

 現在、社会福祉協議会と連携をいたし、パンフレット配布や保護者へ

の説明会等の啓発活動に取り組み、会員の募集をしているところでござ

います。 

 子育ての支援は、地域の皆さん方の協力なくしては、事業推進ができ

ませんので、一層の協力を市民の方々にお願いをしていくつもりでござ

います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  この問題も地域で困った子どもさんを面倒見てもらうという形で。昔

はタイムスリップしてみれば、何かあると言うたら隣に預けて行くよう

な状況があったろうと思います。これもどちらかと言えば、先ほど市長

の答弁にありましたように、地域というのを置いてはないと思います。

ふれあいサロンというものがありますので、そのあたりのできるところ

から、そういう活用もあろうかと思いますので、その点を意見して次の

質問に移ります。 

 7番の開かれた学校づくりの取り組みについて伺います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  「開かれた学校づくり」の取り組みについての答弁をいたします。 

 「開かれた学校づくり」にかかわっての質問でございます。安芸高田

市の各学校におきましては、目指す学校像を「地域に開かれた特色ある

学校」とし、さらに、家庭・地域と連携、協力しながら子育てを推進す

る「協育」をスローガンとして、学校経営の活性化を図ろうと努めてい

るところでございます。協育のきょうは協同の協にはぐくみということ

でございます。現在「特色ある学校づくり」において推進をしている、
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地域の学習材を活用し、地域の方にたくさんの力をお借りして展開する

教育活動は、子どもたちに「感謝の心」や「郷土を愛する豊かな心」を

醸成する上で、学校にとって大変大切な教育活動でございます。と同時

に、これらの学習活動が地域の方にとっても、地域活性化につながる元

気の出る活動だという、うれしい声をお聞きすることがございます。開

かれた学校づくりには、このような双方の関係が必要だと考えておりま

す。 

 学校・家庭・地域のそれぞれが、それぞれを担う役割を目指し、協力

的に果たしていくことが子どもたちの健やかな成長に重要なことであり

ます。そのことが学校・地域の活性化につながることと考えているとこ

ろであります。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  今の質問ですね、やはり私は市長の答弁の中にありました地域の力と

いうものを答弁がありましたので、次の質問に移ります。 

 公共施設、市有財産の有効活用の取り組みについて伺います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  公共施設、市有財産の有効活用の取り組みについての御質問でござい

ます。 

 合併後の市の公共施設におきましては、それぞれの施設を管理する担

当部局により、整備の方向性を検討しているところでございます。 

 特に、支所庁舎の有効活用につきまして、現在甲田支所におきまして

は、既に空調など設備関係の改修や事務スペースの見直し、2階会議室

の間仕切りをなくして部屋を拡幅するなど、ハード面の整備を進めてお

るところであります。 

 また、美土里・高宮支所につきましては、セキュリティを考慮した事

務スペースの確保をしながら、その他の空きスペースを市民の皆さん方

へ有効的な活用の場として提供できるよう考えております。 

 今後、支所・振興会を通じて利活用に向けた整備手法を検討・整備を

していきたいと考えております。 

 市の私有財産としての土地や建物の有効活用につきましては、現在、

地域の小規模集会所について、おおむね地元に移管して自由に活用をし

ていただいております。また修繕などの要望に対して、大規模なものに

つきましては、補助金により対応しているところでございます。 

 基幹集会所につきましては、振興会単位で指定管理者制度を活用し、

指定管理料による施設運営及び有効活用をお願いしているところでござ

います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  8番の問題につきましても、やはり支所並びに振興会の有効活用につ
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いての協力並びにこういう事業の仕方のアイデアとかいうのが必要にな

ってくることを確認しましたので、9番の生涯学習の取り組みについて

御質問いたします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  生涯学習と先ほどの開かれた学校づくり、本来なら教育長が答弁する

んでございますけど、私の中に一緒にありますので、答弁をお許しくだ

さい。 

 生涯学習は、行政が責任を持って実施をする学校教育、社会教育、社

会体育等の場と、市民が生涯にわたっていつでも学習することができ、

その成果が適切に評価され、かつ生かされている社会づくりが必要でご

ざいます。 

 高齢化が進展をいたし、自由時間が大きく増加する中にあって、より

豊かで充実した健康的な生活を送っていただくためには、市民みずから

が主体的な学習をしていく生涯学習の充実が特に求められていると考え

ております。 

 現在、市内の各地域振興会におきましては、みずからの地域課題の解

決や住みよい地域づくりを目指して、さまざまな取り組みがなされてお

ります。 

 その際、生涯学習で培ってきた力や文化団体での活動、また各種教室

等の学習の成果が生かされており、生涯学習の推進と充実は活力ある地

域づくりに欠かせないものと考えております。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  9番におきましては、やはりこれは支所単位のことしの平成22年度の

施策の中にも向原生涯学習センター仮称とありますが、やはり各町にそ

れぞれの文化活動や生涯学習などの拠点は支所単位であろうということ

を確認しましたので、次の質問に移ります。 

 10番の地産地消について、基本的なお考えを伺います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  地産地消の取り組みについての御質問でございます。 

 地域にある農業資源を有効活用して、地域に活力を生むことは一番身

近な取り組みであるとともに、そのことで所得向上が図れれば、地域の

自立促進に大変有効であると考えております。 

 現在市内でも団体が加工グループを結成され、その地域への農産物を

生産・加工して販売されている実態がありますが、農業法人や同じ農産

物の生産者グループ等が主であり、振興会単位での取り組みはまだ活発

であるとは言えない状況下にあります。 

 地産地消の取り組みは地域経済の活性化とともに、環境保全や集落維

持など市民生活に直結する課題であり、市を挙げて取り組んでいくべき
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ものと認識をしております。 

 今後、地産地消行動計画の策定や、シンポジウム等の啓発活動を実施

いたし、市民の意識高揚を図り取り組みを推進していくことで、地域が

自立できる取り組みにつながるよう支援してまいりたいと思っておりま

すので、御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  地産地消につきましては、地元でできたものを地元で消費するという

原点に立ちますと、これも振興会並びに支所等、単位になると思います。

現在、そういう施設を安芸高田市に見ても、ある町ではあり、ある町で

はなかったりという均衡のとれてない状況がある課題があることが見え

たということだけだろうと思いますが、基本的には売れ残りの商品を地

産単位で消費していくというものが、今後の取り組みにできることから

始めるということも大切だろうということがわかりました。 

 次に11番の健康づくりの推進事業の取り組みについて、伺います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  健康づくりの推進事業の取り組みについての御質問でございます。 

 乳幼児期から高年期に至る、それぞれのライフステージにおいて、生

活習慣予防対策を初めとして、健康増進事業に取り組んでおります。 

 推進につきましては、振興会・女性会・老人クラブ・いきいきサロ

ン・幼稚園・保育所・小学校等、地域の各種団体へ保健師・栄養士等が

出向き、事業展開をするとともに、健康づくりの自主グループの育成・

支援を行っているところであります。 

 また、中央だけでなく、支所単位で健康相談や健康教室の実施、地域

資源を活用し、地域の特性を生かした事業にも取り組んでおるところで

あります。 

 今後におきましても、市民と行政・関係機関が密接に連携をいたし、

事業展開をしていくことが重要と考えております。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  健康づくりというのは大きな課題であり、すべてを地域でやるという

ことは無理かもわかりませんが、昨年やっておりますウオーキング等は

これは日常の活動の中でも一部はできると思うんです。 

 それから現在、グラウンドゴルフとかそういう身近な、皆さんがケー

スコースとして楽しまれることの活用は地域でお互いに活動できるんで

はなかろうかと思いますので、そのすべてじゃなくて一部でもいいから

振興会の持ち分として、また支所の持ち分として継続的に行うことが、

健康または医療費の削減になると思います。その点を確認をしておきま

す。 

 次に12番の伝統文化の保存伝承事業の取り組みについて、伺います。 
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○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  健康増進のための市民のウオーキングとかグラウンドゴルフ等、推進

につきましては、支所、振興会にも呼びかけながら、徹底した市民参加

を訴えてまいりたいと思っております。 

 伝統文化保存伝承事業の取り組みについての御質問でございます。 

 各地域におきましては「神楽」や「はやし田」など、さまざまな伝統

文化の保存伝承活動が行われております。伝承活動の最大の課題は「後

継者の確保と育成」であり、既に地域をあげて保存伝承するとともに、

特色ある学校づくりの中で後継者を育成している地域も多く存在してお

ります。 

 尐子高齢化が進む時代にあって、地域の宝である伝統文化を将来にわ

たって保存伝承していくためには、教育委員会を初めといたしまして、

行政一丸となって情報提供など総合的な支援を行ってまいりたいと考え

ておりますので御理解を賜りたいと思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  伝統文化については、同僚議員等の中でも答弁がありましたように、

この保存伝承と地域振興に資するためのということもあります。ぜひ手

厚い支援をお願いしたいと思います。 

 次に地域の宝探しにつきまして、お伺いいたします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  地域の宝探し、もやい、第6次産業、荒廃地等の活用等の御質問でご

ざいます。 

 地産地消の取り組みとの関連が非常に強い内容でございまして、まさ

に地域の耕作されていない土地を有効活用し、地域の農産物を生産・加

工・販売していくことの取り組みが地域を元気にしていくことだと考え

ております。 

 そのような取り組みを地域で推進していただくためには、地域での十

分な協議と協力体制が重要であります。振興会がその役割を担うことも

振興会活動の一環として考えられると思っております。 

 農産物を生産・販売するだけでは、なかなか所得向上にはつながりま

せん。しかし、ちょっとした創意・工夫により加工することで、付加価

値の高い農産物として販売することが可能となります。 

 消費者は、多種多様な農産物を求めており、産直市や市内の観光施設

等での販売促進をも含めて、今後その取り組みのきっかけとなるような

支援策について、「安芸高田市地産地消行動計画」を策定する過程にお

いて検討してまいりたいと考えております。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 
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○入 本 議 員  地域の宝と言えば、何年か前に甲田町では現在進んでおりますは千貫

水は、商工会女性部の、昔を掘り起こして現在宝となっております。そ

れを活用するまでには至っておりませんが、地域の皆さんまた後輩によ

って喜ばれてる事実もあります。また、地域との宝と言えば、子どもも

宝の一つであることは間違いないと思います。 

 そういう面も含めまして、やはり今からは独自産業なり、子どもとの

かかわり方というものが地域として、先ほども市長が言われましたもや

いとか独自産業の開発とか、荒廃地の活用等が叫ばれる。これも地域に

密着したものだと思います。 

 以上13件に分けたわけですが、当初申しましたように、ここまで私も

ちょっとやることはなかったと思いますが、ここで見えてきたのは1番

から13番まで見ても、本来は支所並びに振興会が実権を持ったほうがス

ムースにいくと。それから、将来職員の削減によって事務の移譲によっ

ても支所並びに振興会が事務執行することによって、改革につながるん

ではなかろうかと思います。 

 二としまして、行政と地域住民参加でハード・ソフト面の事業仕分け

をして地域の個性を尊重し、本庁、支所、振興会の役割分担をして取り

組めばもっと地域の自立というものが見えて、本来振興会の設立した意

義があろうかと思います。よーいドンで同じような対応は難しいかもわ

かりませんが。しかしながらできるところから始めないといつまでたっ

ても前に進まないと思います。お太助ワゴンにおきましても、テストケ

ースとしてやられた経緯もあるように、例えがいいか悪いか別として、

やはり地域の温度差も文化も違いもあります。しかしながら、市のほう

がハードルを緩めて、適応範囲を緩めれば、この13項目以外にも仕分け

によっては地域が団結して今からのＯＢの力を借りながら、また若い人

の力を借りながら、活性化ができるんではなかろうかと思いますが、そ

の点について市長の考えを伺います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいま、入本議員のほうから振興会の活動を踏まえた13項目の御提

言いただきました。先ほど申しましたように過去の歴史があるもの、既

にだれかがやっとったいうことございますので、その辺を踏まえて振興

会できるもの、支所でできるものにつきましては極力地元の要するよう

な施策展開には図ってまいりたいと思います。 

 今後、13項目につきましてはちゃんと精査いたしまして、そういう方

向性をつくり出していきたいと。地域にかかっていただくほうが第6次

産業の開発とか、子どもとのかかわり合いがスムースにいくんじゃない

かと私も認識しておりますので、それを課題として受けとめていきたい

と思っております。 

 2番目の行政と地域住民参加でハード・ソフト面の事業仕分けをして、

地域個性を尊重し、本庁・支庁・振興会の役割分担をして取り組めば地
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域が輝くという御質問でございます。 

 議員がおっしゃるような高レベルでの事業仕分けではございませんが、

現在、庁内において行政評価（事務事業評価）の結果を参照しながら、

本年度実施しているすべての事務事業について、「そもそも必要なの

か」「本来だれがすべきなのか」といった視点により、総点検を行って

いるところであります。 

 今後この結果を踏まえ、次年度の施策及び予算に反映させていきたい

と考えております。 

 また、議員が提起いただく「行政」「議会」「地域住民」の三者にお

ける取り組みにつきましては、状況を勘案した上で必要に応じ段階的に

検討を行ってまいりたいと考えております。 

 なお、地域の特色を大切にしたまちづくりや、振興会との役割分担に

つきましては、御承知のとおり、本市はこれまで地域振興組織を核とし

て、「市民と協働のまちづくり」を推進してきたところでありますし、

今後、さらに進展する地方分権社会に対応していただくためにも、市民

と行政の適切な役割分担の構築は最も重要な課題であると認識をしてお

ります。このことは、申し上げるまでもなく、第1次・第2次行政改革を

通じ、その大網の理念の冒頭に、参画・協働の推進として大きく掲げ、

その具体化を図っているところでございますので、御理解を賜りたいと

思います。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  考え方は市長の答弁でわかりました。 

 次に、財源の問題がございます。現在、振興会には4,200万円という

大まかなものがあります。以前にも申しましたように、行政嘱託員が現

在の戸数が1万3,257戸で嘱託員が4,000円と、5,300万円の金が嘱託員が

とっております。 

 要はこれを振興会のほうに委託するという方向性を持てば、約1億円

という金があるわけです。まだほかにも地域の町のイベントとか老人ク

ラブ、女性会、敬老事業、まちづくり安全パトロール事業等の精査をし

ますと、各支所にある程度の金額が持てて自立という中では非常に好ま

しい状況が生まれるんじゃなかろうかと。すべてを元に戻すんじゃなく

て、支所でできること、振興会でできること、自立というものを主眼に

おいた場合は、こういう財政を補助金を分散して有効的に使うというの

が一括配布、ひもつきでなければすべて地域でまた支所で検案してやる

ということが、地域の向上につながると思います。 

 現在、宝くじ助成金でも980万円とか、ひろしま森づくり事業にして

も4,000万円とか、農道リフレッシュ事業につきましては、ことしは

2,650万円とか。やはり皆さん方に行動するだけの財源があれば動くと

いうものが現実に見えてきたような気がしております。 

 そういう面を含めますと、すべて地域振興会の温度差はあると言いな
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がらも、現在人材におきましては、団塊世代の方がＯＢとなられ、あら

ゆる職員のＯＢも私どもの地域におりまして、非常に献身的になってく

れて助かってるケースもあります。中には学校の先生、企業の経営者の

ＯＢ、職人さん、それからそういう多種多様の職員さんと応じまして、

今言われる1万円あれば5万円の事業ができたり、10万円あれば100万円

の事業ができたりするのが、これが最小経費で最大の効果という地域の

協働の力で、そういうインフラ整備に並びに、また地域の活性化の施設

等ができるんではなかろうかと私は思うわけでございます。そういう面

ではなるべくそのひもつきを早く排除されて、今1,800万円と2,400万円

が分けてますけど、もうそれはええと、おまえら自分でやってみと、そ

ういう市長さん度量があっても、私は将来10年目を迎えるに当たってそ

こらの計画は私はあったほうが、公金を無駄にするような自治体は今の

ところないと思います。当面は飲み食いするかもわかりませんが、将来

に向かっては地域を考え、高齢者、または子ども、または地域の産業を

いうような分類をするのが現代の地域の社会のあり方だと思っておりま

す。 

 国のほうも一括交付で市長さんのほうに来たときには、非常に使いや

すいという面もあろうかと思います。振興会においてもそのとおりでご

ざいます。ひもつきでなければ一番地域住民、または振興会が不足して

る分に注入できることが間違いございません。そういう意味を含めまし

て、この予算に補助金につきましての考え方をお伺いいたします。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  貴重な御提言ありがとうございます。 

 議員のおっしゃるとおりで、我々も一括して配布するほうが楽だと思

います。ただ振興会の活動の温度差があるということなんです。あると

ころじゃこれやったけど、あるところはこれはせんということなんで、

その辺の調整が難しくて現在に至ってると思います。我々も積極的にそ

の辺の調整をしながら、議員御指摘のように補助金の一本化については

努めてまいりたいと。我々も余り補助金の中身について、あれ使えこれ

使えっていうんじゃなしに、やっぱり責任を持って使うシステムの構築

のほうがベターだと思っております。 

 ひとつですね、議員さん知ってて言われてるんでしょうけど、振興会

の温度差があるということだけは、ちょっと理解してください。嘱託員

にしても、地域の大事な文書を的確に住民の方に伝達等するという仕事

がございますので、このことを振興会さんがやってくれるというのもあ

ります。その辺のところを、大事なことなんで慎重に対応していきたい

と思っております。 

 基本的には一括するということは私はやぶさかではないと思っていま

すけど、現在振興会の温度差があるということだけ、ちょっと御理解を

賜りたいと思います。 
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○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本和男君。 

○入 本 議 員  当初申しましたように、合併する前も６町のまちづくりは温度差があ

ります。失礼な話になるかもわかりませんが、上水道完備のところ

100％のところもあれば、できてないところもあります。ハード面がで

きてるところもあればできてないところもあります。これを待っとった

らいつまでたってもできないと思います。だから、今までどおりでもい

いですよと。選考基準を一つふやしてもらうことによって、追い越せ追

い越せやっていくというのが、我々は合併前は何度も申しますように、

川根振興会を目標にしてやってきました。一つのモニターができること

によってそれに近づこうとする振興会があるのは当然だと思います。よ

ーいドンで始まったところもあれば、既に何十年と経験したところも。

それを同等に扱うということは、やっぱり地域の力を無駄にしてるとい

うふうに思いますので、ぜひとも市長さんのその心遣いはありがとうご

ざいますが、そういう形で先行投資されて、選ばれるような使い方がで

きて、初めて補助金が生きると思いますので、その点を要望しておきま

す。 

 またお助け、ポイント銀行の件でございますが、ここで申すべきでは

ないかもわかりませんが、地域通貨と申しますか、ボランティアした人

にポイントをあげて、商工会とタイアップして、そこで利用すると5％

安く買えるとか、3％安く使えるとかいうふうにして、現在600万円を予

算されてますけど、そのほうが金を渡すよりか、有効利用になると思い

ますので、参考のために申し上げておきます。 

 ぜひ、その先ほど申しました二重構造の件を、再度そのような考えも

含んで、検討するかしないか、お答えをお願いしたいと思います。 

○藤 井 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  この問題につきましては、どこがどうというんじゃなしに、その地域

に置かれてるこれまでの設備投資の温度差もございます。皆さん方に、

我々が配分した、納得いける配分ということをしっかり考えながらそう

いうことも考えていきたいと、かように思いますので、御理解を賜りた

いと思います。 

 また、お助けポイントにつきましても、ただいま非常に担当者が苦労

しております。短期的にはみやすいようですけれども、高利的に、長期

的にやることになると難しい課題もあります。ただ、これを乗り越えて

でも、やっておかないと安芸高田市の今後の介護とか国保のこの比には

ならんと思いますので、しっかり前向きに考えていきますので、よろし

くお願いいたします。ありがとうございました。 

○藤 井 議 長  以上で答弁を終わります。 

 入本議員に申し上げます。残りの発言時間が1分を切っておりますの

で、御承知おきをいただきたいと思います。 
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 入本和男君。 

○入 本 議 員  質問の前に申しましたように、市長の行動を市民は注意深く監視とい

うか、注目して前向きな行動をされてることを認識されてます。 

 ぜひ、前向きな地域振興会の改革を提案されてですね、地域を目覚め

させていただきたいことを要望しまして、私の質問を終わります。 

○藤 井 議 長  以上で、入本和男君の質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は終了いたしましたので散会いたします。 

次回は、10月1日午前10時に再開いたします。大変御苦労さまでござい

ました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ３時１０分 散会 
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